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平成22年３月４日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第35号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○議案第39号 平成21年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計補正予

算（第１号）

○議案第40号 平成21年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計補正予算（第２号）

○議案第41号 平成21年度宮崎県営国民宿舎特

別会計補正予算（第２号）

○議案第44号 平成21年度宮崎県公共用地取得

事業特別会計補正予算（第１号）

○議案第45号 平成21年度宮崎県港湾整備事業

特別会計補正予算（第１号）

○議案第46号 宮崎県行政機関設置条例の一部

を改正する条例

○議案第57号 宮崎県中小企業者等向け融資に

係る損失補償に関する条例の一

部を改正する条例

○議案第59号 工事請負契約の締結について

○議案第60号 工事請負契約の締結について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について（別紙２）

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・｢宮崎県新技術・新工法展示商談会｣の開催結

果について

・東九州地域医療産業拠点構想研究会について

・｢農商工等連携事業計画｣の本県企業の認定に

ついて

・アンテナショップの新たな開設について

・平成21年度宮崎県推奨優良県産品の決定につ

いて

・平成21年度の企業誘致の状況について

・｢みやざきフラワーフェスタ２０１０｣の開催

について

・｢２０１０みやざきｗｅｅｅｅｋ(ウィーク)｣

の実施について

・都井岬観光ホテルについて

・公共事業における経済・雇用緊急対策につい

て

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 持 原 道 雄

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士
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工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 吉 田 親 志

経 営 金 融 課 長 安 田 宏 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策室長 篠 田 良 廣

企業立地推進局次長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 甲 斐 睦 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 河 野 満 洋

県立産業技術専門校長 西 盾 夫

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
岡 村 巌

（ 総 括 ）

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
藤 原 憲 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

用 地 対 策 課 長 服 部 芳 邦

部参事兼技術企画課長 岡 田 健 了

部参事兼工事検査課長 冨 髙 康 夫

道 路 建 設 課 長 濱 田 良 和

道 路 保 全 課 長 大 寺 重 樹

河 川 課 長 大田原 宣 治

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 東 康 雄

建 築 住 宅 課 長 佐 藤 徳 一

営 繕 課 長 川 﨑 俊一郎

施設保全対策監 上 門 豊 生

高速道対策局次長 河 野 俊 春

労働委員会事務局

事 務 局 長 野 田 俊 雄

調 整 審 査 課 長 上玉利 正 利

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

○宮原委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。日

程案につきましては、お手元に配付のとおりで

ありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました補正予算関連議案

等の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○野田労働委員会事務局長 労働委員会事務局

でございます。議案第35号「平成21年度宮崎県

一般会計補正予算」について御説明いたしま

す。

お手元の平成21年度２月補正歳出予算説明資

料をお開きください。最後のページでございま
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すが、労働委員会というインデックスがついて

おります。481ページからとなっております

が、485ページをお開きください。今回の補正

は、一般会計で840万5,000円の減額となってお

ります。

その内訳でございますが、（事項）職員費

の587万4,000円の減額でございます。これは、

給与改定に伴います減額と職員の育児休業に伴

う減額そのほかとなっております。

次に、（事項）委員会運営費が253万1,000円

の減額でございます。これにつきましては、ま

ず１番目の労働争議の調整、不当労働行為の審

査に要する経費が136万2,000円の減額となって

おりますが、昨年は、新規の不当労働行為事件

がなかったことによります審問速記料、約50万

円程度でございますが、これが減額となってお

ります。それとあっせん開催回数が少なかった

ことによるあっせん員報酬などが減額になって

おります。合計マイナス136万2,000円でござい

ます。２番目に、その他労働委員会の運営に要

する経費として減額の116万9,000円となってお

りますが、これは、主に委員や職員の会議等、

旅費の執行残でございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

まず、議案についての質疑はありませんか。

○太田委員 育児休業ということでお聞きしま

した点ですが、育児休業は１年間とか休むわけ

でしょうから、その場合、出してあげなきゃい

かん部分があろうかと思うんですが、その辺、

説明してもらえますか。

○野田労働委員会事務局長 女性職員が昨年

の11月25日から休業しておりまして、予定とし

ては本年の８月末までということでございます

が、予算上は３月31日の分までを減額補正させ

ていただきます。これについては、昨年の現員

現給で予算を計上しておりましたために減額す

るわけですが、育児休業となりました場合の給

料とか手当関係の出どころが違うものですか

ら、労働委員会事務局としては減額をすると。

多分、職員厚生課か互助会から支給されること

になっておりますので、御本人の減り分はそう

はないと思われます。以上でございます。

○星原委員 委員会運営費ということで減額に

なっていますね。先ほどの説明ではあっせん開

催回数が少なかったということだったんです

が、予算を組むとき、前年度とか比較してだろ

うと思うんですが、21年度は少なかったという

ことですね。どれぐらいの回数になるんです

か。

○野田労働委員会事務局長 予算上は、６人

で10回程度を予定しておりましたが、実際に行

われたのは３人で、２回であっせんが終了いた

しました。以上でございます。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 ないようですので、その他で何

かありませんか。

○徳重委員 玉城学園の争議が、申し出があっ

たと思うんです。あれはもう終わったんです

か、教えてください。

○野田労働委員会事務局長 玉城学園の件は継

続案件ということで、平成19年から引き続いて

いた件と、20年からの継続件と、実際には２件

分に数えられているんですが、私どもの労働委

員会としては終わってはおります。ただし、関

係が改善されたかといいますと、まだ裁判の手

続、そういったのが残っておりますので、詳細

については課長のほうから説明いたします。
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○上玉利調整審査課長 補足いたします。玉城

学園につきましては、労働委員会として救済命

令を出しましたけれども、これにつきまして

は、中央労働委員会のほうに再審査の申し立て

がなされまして、現在継続中となっておりま

す。訴訟のほうについても控訴されております

ので、現在係争中という形になっております。

以上です。

○徳重委員 当事者といいますか、職員の復帰

は全然されていないわけですか。

○上玉利調整審査課長 私どものほうで確認し

ました限りでは、復帰はしていないということ

のようです。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 前回報告を受けたとき、いろんな

労働争議が起こって、無事解決した分とかもあ

ろうと思うんですが、中には似たような内容の

労働争議がぽつぽつと起こっていたりしている

なという感じがして、例えば県の広報か何かで

こういう場合はいけませんよというか、労使の

間での決まり事というか、これを超えてはいけ

ませんよという、今までの判例等の中から県民

にＰＲするようなことができんかどうか。事前

にこういうことをしてはいけませんよというこ

とをＰＲしておけば、労使の間でも妙な、乗り

越えて、変なことをするようなことはなくなる

のかなと思って、ただ労使間の問題はデリケー

トな問題だから、余り文字にして広報すること

はできないだろうけれども、判例として確定し

ているものなんかを少しＰＲできるところが

あったら、できんものかなと思ったんです。そ

の辺はどうなんでしょうか。今後の争議を少な

くするためにもと思ってですね。

○上玉利調整審査課長 労働委員会では、命令

を出しました場合には記者投げ込みをやってお

りまして、記事のほうで一応県民にお知らせし

ております。また、団体としまして経営者協会

がございますので、こちらのほうに加入してい

ただいている会員につきましては、教育研修と

いう形で勉強会を開いております。また、商工

のほうでも労働セミナーというのがございまし

て、そちらのほうで広く県民には研修・啓発を

しているところです。以上です。

○太田委員 わかりました。知らしめるという

のがあればいいなと思って、今後、またいろん

な形があれば検討をよろしくお願いします。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上をもちまして、労働委員会事務局を終了い

たします。執行部の皆様には御苦労さまでし

た。

暫時休憩いたします。

午前10時11分休憩

午前10時14分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました補正予算関連議案

等の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、お配りしております資料の目次のと

おり、平成22年２月定例県議会提出議案（平

成21年度補正分）及び商工労働観光部をめぐる

最近の動きについて御説明いたします。

まず、常任委員会資料の１ページをお開きい

ただきたいと思います。今回提出しております

商工観光労働部関係議案の概要でございます。
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まず、議案第35号「平成21年度宮崎県一般会計

補正予算（第６号）」は、執行残及び緊急雇用

創出事業臨時特例基金の積み立てなどに伴う補

正を行うものでございます。商工観光労働部の

一般会計歳出は、補正前の額515億7,654万5,000

円から今回21億6,298万8,000円を減額しまし

て、補正後の額が494億1,355万7,000円となりま

す。

次に、繰越明許費の追加でございます。広域

拠点工業団地整備促進事業につきまして、平

成22年度に繰り越しをお願いするものでござい

ます。

次に、債務負担行為の追加でございます。平

成22年度に執行予定の事業のうち、雇用対策と

して早期に準備が必要な中山間地域新産業・雇

用創出緊急対策事業など２事業につきまして、

債務負担行為の設定を行うものでございます。

次に、議案第39号「平成21年度宮崎県小規模

企業者等設備導入資金特別会計」の歳入歳出予

算を、事業費の確定等に伴い、４億135万6,000

円減額補正するものでございます。

次に、２ページでございますが、議案第40号

「平成21年度宮崎県えびの高原スポーツレクレ

ーション施設特別会計」の歳入予算区分を補正

するとともに、繰越明許費といたしまして、県

営えびの高原スポーツレクレーション施設改修

事業につきまして、平成22年度への繰り越しを

お願いするものでございます。

次に、議案第41号「平成21年度宮崎県営国民

宿舎特別会計」につきまして、歳入予算区分を

補正するとともに、繰越明許費といたしまし

て、国民宿舎えびの高原荘改修事業など２事業

につきまして、平成22年度への繰り越しをお願

いするものでございます。

次に、議案第57号「宮崎県中小企業者等向け

融資に係る損失補償に関する条例の一部を改正

する条例」につきましては、産業活力再生特別

措置法の名称変更に伴いまして、所要の改正を

行うものでございます。

議案の詳細及び報告事項については担当課長

等より御説明いたしますので、よろしくお願い

したいと思います。私からは以上でございま

す。

○古賀商工政策課長 商工政策課の平成21年度

２月補正予算について御説明いたします。

お手元の平成21年度２月補正歳出予算説明資

料、商工政策課のインデックスのところ、209ペ

ージになります。今回の補正額は2,401万6,000

円の減額補正でございます。その結果、補正後

の予算額は７億1,356万7,000円となります。

それでは、補正内容の主なものについて御説

明いたします。211ページをお開きください。

（目）商業総務費（事項）職員費1,814万7,000

円の減額でございます。これは、職員２人分の

人件費等が減ったことによる執行残でございま

す。

次に、（事項）連絡調整費126万4,000円の減

額でございます。これは、部全体の連絡調整に

要する経費でございますが、不用額を減額する

ものであります。

次に、債務負担行為の追加であります。先ほ

どの委員会資料のほうにお戻りいただきたいと

思います。１ページをお開きください。債務負

担行為の追加の表に記載しております中山間地

域新産業・雇用創出緊急対策事業でございま

す。本事業の内容は後ほど御説明いたします

が、雇用の場の少ない中山間地域において新年

度早期からの雇用創出に向けて、年度内に公募

を行い、事業の委託先を決定するために、債務

負担をお願いするものでございます。期間は平
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成21年度から22年度まで、限度額は８億2,944万

円をお願いしております。

３ページをお開きいただきたいと思います。

事業の詳細でございます。まず、１の事業目的

でございますが、中山間地域の地域資源を活用

した新産業を創出することにより、産業基盤の

脆弱な中山間地域において雇用の場の創出を図

るものでございます。２の事業概要であります

が、経済団体から事業の募集を行い、県が採択

をし、事業を委託して実施するものでありま

す。（１）の事業の種類といたしましては、ア

の中山間地域において地域資源を活用した新産

業及び雇用を創出する地域型の事業と、イの中

山間地域の地域資源を主として活用し、中山間

地域も含めた広域的な地域で新産業及び雇用を

創出する広域型の事業の２つとしております。

事業分野は（２）のとおりでございます。事業

要件は、（３）のアの中山間地域の地域資源を

活用し、中山間地域の雇用創出に効果があるこ

となどであります。（４）でありますが、応募

の対象は、実施体制などを考慮し、商工会や森

林組合など、地域の経済の中核である経済団体

などとしております。３の事業費であります

が、８億2,944万円で、22年度当初予算での計上

をお願いいたしております。

商工政策課は以上でございます。

○森工業支援課長 工業支援課の平成21年度２

月補正について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料、工業支援課のイ

ンデックスのところでございますが、213ページ

をお願いいたします。工業支援課の２月補正は

２億2,432万7,000円の減額でございます。補正

後の予算額は15億4,002万2,000円となります。

以下、主なものにつきまして御説明をいたし

ます。215ページをお願いいたします。（目）工

鉱業総務費でございますが、1,114万5,000円の

減額としております。これは、給与改定等に伴

います人件費の補正減でございます。

次に、（目）工鉱業振興費9,182万8,000円の

減額としております。主なものにつきまして

は、まず（事項）産業支援財団創業支援事業費

で2,150万9,000円減額をいたしております。減

額の主な理由につきましては、産業支援財団に

派遣している役職員が現職からＯＢになったこ

と等による運営費補助金の減、及び高度技術に

より製品開発を行う中小企業に融資をする高度

技術産業育成融資資金の新規融資実績がなかっ

たことに伴い、減額するものでございます。

次に、216ページ、（事項）新産業・新事業創

出推進事業費でございますが、2,195万8,000円

減額をしております。主な理由につきまして

は、説明欄２の産学官連携研究体制強化推進事

業でございますが、産学官による共同研究体制

の強化を図るため配置した研究員の人件費が見

込みを下回ったことに伴い、減額をするもので

ございます。

次の（事項）技術振興対策費ですが、772

万9,000円の減でございます。主な理由は、説明

欄１の技術振興指導事業でございますが、知的

財産管理事業における出願件数や特許維持経費

等が見込みを下回ったことに伴うものでござい

ます。

次に、（事項）機械技術センター運営事業

費2,974万4,000円の減額でございます。主な理

由につきましては、次の217ページの３の機械金

属産業基盤技術支援機能強化事業での機器購入

の入札残に伴うものでございます。

次に、（目）工業試験場費１億2,135万4,000

円の減額としております。これは、主に工業技

術センター及び食品開発センターにおける試験
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研究機器購入の入札残などに伴って減額補正を

するものでございます。

続きまして、最近の動きにつきまして御報告

いたします。

常任委員会資料の６ページでございます。宮

崎県新技術・新工法展示商談会の開催結果につ

いてでございます。１月27日の委員会で開催に

ついて御報告をしましたが、本日はその開催結

果についてでございます。１の開催概要でござ

いますが、トヨタ自動車及びその関連会社に県

内企業・研究機関が持つ新技術・新工法をＰＲ

することを目的に、１月28、29日に愛知県豊田

市のトヨタ自動車本社において37企業等が出展

して開催したところでございます。

２の開催結果の（１）の来場者でございます

が、トヨタグループや取引先等から２日間

で1,334名の来場がございました。大変盛況でご

ざいまして、トヨタの担当者によりますと、単

独県の開催としては、かなり多いほうであると

いうことでございました。トヨタのほうから

は、元社長の渡辺副会長や佐々木副社長など役

員の方々も来展されまして、県からは知事が参

加して県内企業のＰＲを行ったところでござい

ます。（２）の出展者アンケートでございます

が、これは期間中の商談状況でございます。商

談成立が２件、試作依頼、見積もり依頼など商

談中が148件、合計で150件という状況になって

おります。（３）の来場者アンケートでござい

ます。来場者の約77％に当たる1,033名から回答

をいただきました。展示会の評価といたしまし

ては、「参考になった」との回答が48.7％、

「参考にならなかった」との回答が2.8％となっ

ており、一定の評価はいただいたものと考えて

おります。主な意見といたしましては、「おも

しろい技術が宮崎にあることを知ることができ

た」「初めて聞いた技術・工法が多くあり、大

変参考になった」など、評価する意見が多数あ

りました。一方で、「提案品がマーケットに対

しどのように活用できるのか具体的に教えても

らえるとありがたい」「車載への応用例がある

とわかりやすかった」との意見もございまし

た。今後は、出展企業に対するフォローアップ

を行い、一件でも多くの商談成立に結びつけて

まいりたいと考えております。

続きまして、７ページをお願いいたします。

東九州地域医療産業拠点構想研究会についてで

ございます。平成22年度の新規事業として、東

九州連携医療関連産業集積促進事業を計上して

おりますが、その関連の研究会でございます。

まず、１の目的でございますが、血液浄化・血

管医療に関連する医療機器産業が集積をしてお

ります宮崎県、大分県におきまして、この産業

集積の特徴を生かし、産学官連携による構想を

策定することを目的としております。

２の背景でございますが、８ページの資料、

東九州地域における医療機器産業の集積状況を

ごらんください。左の地図にありますように、

宮崎県北部から大分市以南にかけましての東九

州地域、ここには旭化成クラレメディカル、旭

化成メディカル、川澄化学工業、東郷メディ

キットの14の工場が集積をしております。主な

会社のシェアにありますように、これらのメー

カーは、人工腎臓、白血球除去フィルター、血

液バッグ、静脈留置針などの医療機器では世界

ナンバー１、あるいは日本ナンバー１のシェア

を持っております。東九州地域は、血液・血管

関係の医療機器に関して日本最大、世界でも有

数の生産拠点となっております。

７ページにお戻りいただきたいと思います。

３の研究会の概要でございます。去る２月15日
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に大分市で第１回目の研究会を開催しました。

委員は宮崎県及び大分県の産学官で構成されて

おり、宮崎県からは、旭化成、メディキット、

宮崎大学、九州保健福祉大学、それに県が参加

をいたしております。また、アドバイザーとし

て、九州経済産業局、科学技術振興機構に参加

をいただいたところでございます。（３）の構

想策定の論点でございますが、研究開発、人材

育成、医療拠点整備、医療機器産業の集積、こ

ういった論点で検討を行うことといたしており

ます。今後のスケジュールでございますが、本

年秋を目途に構想を策定することとしておりま

して、７月には第２回目の研究会を本県で開催

をする予定でございます。

次に、９ページをお願いいたします。農商工

等連携事業計画の本県企業の認定についてでご

ざいます。22年１月29日付で本県から２件の案

件が経済産業省及び農林水産省の認定を受けて

おります。これにより本県関係の認定件数は５

件となっております。

認定された事業の概要でございますが、表に

ありますとおり、１つ目は、事業テーマが規格

外青果物のパウダー加工及び販路開拓で、規格

外の青果物を乾燥パウダー状に加工して、菓子

や豆腐、めんなど、さまざまな分野の原材料と

して提供するものでございます。連携体は、三

股町の有限会社ハート・コーポレーションと農

事組合法人今新になります。２つ目は、事業テ

ーマが銘柄鶏「とねどり」の低利用部位を主原

料にした新商品の開発と販路開拓で、おからを

えさにして育てた鶏の胸肉等を原料に、「とり

おからスープハンバーグ」などの新商品を開発

するものでございます。ここで１つ訂正をお願

いいたします。今の表のところの右のほうに株

式会社刀根（国富町）、刀根養鶏場（国富町）

というふうに記載しておりますが、これは国富

町ではなくて宮崎市でございます。大変申しわ

けございませんでした。説明を続けます。連携

体は、国富町の有限会社平和食品工業と宮崎市

の株式会社刀根及び刀根養鶏場になります。な

お、この事業は、本年度、県で実施しておりま

す農商工連携応援ファンド事業で支援をしてお

りまして、今回の認定につながったものでござ

います。計画の認定を受けた事業者には、国か

らの補助事業や減税、信用保険法の特例、低利

融資等により支援を受けることができます。な

お、現在、全国で353件、九州で39件の認定が行

われているところでございます。

工業支援課からは以上でございます。

○吉田商業支援課長 商業支援課の平成21年度

２月補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の商業支援課のイ

ンデックスのところ、221ページでございます。

商業支援課の２月補正額は１億1,303万9,000円

の減額で、補正後の額は５億7,371万5,000円と

なります。

以下、補正の主なものについて御説明いたし

たいと思います。223ページをお願いします。

（事項）中小商業活性化事業費740万2,000円の

減額でございます。これにつきましては、説明

の２と３、まちなか商業再生支援事業とみやざ

きの商人モデル創造事業の事業費確定に伴う減

額でございます。主な要因といたしましては、

事業規模の縮小等により補助対象事業費が減少

したものでございます。

次に、（事項）地場産業総合振興対策費1,149

万3,000円の減額でございます。次のページをお

願いします。これは、５の伝統的工芸品等後継

者育成事業の減額に伴うものでございまして、

この事業は伝統的工芸品事業所等の後継者育成
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を支援するものでございますけれども、申請が

当初の見込みよりも少なかったことによる減額

ということになります。

次に、（事項）運輸事業振興助成費51 0

万7,000円の減額でございます。これは、運輸事

業振興助成交付金の算出基礎数値等の変更に伴

い、減額するものでございます。

次に、（事項）中小企業ＩＴ化促進支援事業

費386万8,000円の減額でございます。これは、

２の誘致企業ＩＴ人材養成支援事業と３の経営

ＩＴ化促進事業の事業費の確定に伴う減額でご

ざいます。

次に、（目）貿易振興費（事項）貿易促進

費1,328万2,000円の減額でございます。これに

つきましては、２の海外交流駐在員設置事業の

減額に伴うものでございまして、円高が推移い

たしましたことから、ウォン及び人民元で精算

しておりますソウル事務所及び上海事務所の経

費に為替差益による執行残が発生したことによ

る減額でございます。

次に、225ページですが、（目）物産振興費

（事項）県産品販路拡大推進事業費6,2 2 8

万9,000円の減額でございます。これは主に、２

の販路拡大支援プロジェクト事業運営費補助金

と、５の物産振興センター外販機能強化支援事

業の減額でございます。２の販路拡大支援プロ

ジェクト事業運営費補助金につきましては、物

産振興センターが行います商品開発や販路拡大

の各種公益的事業の円滑な実施のために、セン

ターの運営に要する経費の一部を助成するもの

でございます。また、５の物産振興センター外

販機能強化支援事業につきましても、センター

が取り組む外販機能強化事業に対し事業費補助

を行うものでありますが、いずれも、センター

から補助金につきましては辞退をしたいとの申

し出があったため、全額を減額するものでござ

います。

補正予算については以上でございます。

それでは、商工労働観光部をめぐる最近の動

きについて御説明いたします。

資料の10ページをお願いします。アンテナ

ショップの新たな展開についてでございます。

１にありますように、北部九州エリアでの県産

品の販路拡大・ＰＲ、県産品に対する消費動

向、市場調査を目的といたしまして、ことしの

４月下旬に福岡市中央区天神にアンテナショッ

プを開設したいというものでございます。設置

者は、県と宮崎県物産貿易振興センターでござ

います。運営は、宮崎県物産貿易振興センター

にお願いすることとしております。現在、３つ

のアンテナショップがありますが、これを入れ

まして、宮崎県としては４つのアンテナショッ

プという形になろうかと思っています。また、

その他参考にありますように、福岡のアンテナ

ショップに先駆けまして、先週の２月25日

（木）から今月25日（木）までの１カ月間、福

岡空港の近くにありますジャスコ福岡東店にお

きまして、ミニアンテナショップを開設いたし

ております。ミニアンテナショップにつきまし

ては、目的にありますように、県産品に対する

一般消費者の消費動向を把握しまして、今後の

商品開発に役立てるとともに、外販機能のノウ

ハウ等を習得しまして、常設ショップの運営に

そのノウハウをつなげていきたいと考えている

ところでございます。

次に、11ページをお願いします。平成21年度

宮崎県推奨優良県産品の決定についてでござい

ます。１の制度の概要にありますように、厳格

な審査をクリアした優良な県産品を県が推奨す

ることで、消費者に対しては安全で高品質な県
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産品のＰＲ、生産者につきましては意識の啓発

や商品開発能力の向上を図っていきたいという

ものでございます。21年度につきましては、２

の平成21年度の内容ということでございます

が、42品目の申請がございまして、推奨決定品

目としましては、15品目ということにしており

ます。

12ページを見ていただきたいと思いますが、

この15件につきまして推奨を決定したというこ

とでございます。農産加工食品が５件、畜産加

工食品が１件、水産加工食品４件、飲料が５件

というふうになっております。

これにつきましては、お手元にパンフレット

を御用意させていただいております。ここに商

品が全部載っておりますので、見ていただきた

いと思います。14ページを見ていただきたいん

ですが、これは昨年度から始まった事業ですけ

れども、昨年度と今年度で38品目、商品になり

ますということで、畜産加工品が６、農産

が14、水産が９、菓子が２、飲料が７、合計38

品目をここに挙げております。18ページもお願

いします。真ん中に推奨マークがついておりま

すけれども、38品目につきましては、この推奨

マークをつけることを認めるということにして

おります。これらの推奨期間は、ことしの分に

つきましては、ことしの２月16日から平成25年

３月31日までの３年間となっております。

商業支援課からは以上でございます。

○安田経営金融課長 経営金融課の２月補正予

算について御説明いたします。

平成21年度２月補正歳出予算資料の経営金融

課のインデックスのところ、227ページをお願い

いたします。今回の補正は、一般会計、特別会

計合わせまして６億4,393万9,000円の減額でご

ざいまして、補正後の予算額は346億4,203

万8,000円となります。

まず、一般会計について御説明をいたしま

す。229ページをお開きください。一般会計の補

正額は２億4,258万3,000円の減額で、補正後の

予算額は336億6,118万8,000円となります。

主な事項について御説明を申し上げます。

（事項）中小企業金融対策費１億5,658万5,000

円の減額でございます。１の中小企業金融円滑

化補助金でありますけれども、これは、県の中

小企業融資制度に係ります信用保証協会への保

証料補助でございますけれども、今年度、セー

フティネット貸し付けなど融資制度の利用の増

加に伴いまして、3,434万1,000円を増額するも

のであります。２の信用保証協会損失補償金で

ありますが、これは、平成20年度の県の融資制

度に係ります代位弁済額の確定に伴いまして、

１億8,885万6,000円を減額するものでございま

す。

次のページをお願いいたします。（事項）小

規模企業者等設備導入事業推進費2,674万円の減

額でございます。１の特別会計への繰出金であ

りますが、これは、高度化資金の貸付金の減額

に伴いまして、2,435万9,000円を減額するもの

であります。詳細につきましては、特別会計の

ところで御説明をさせていただきます。

次に、（事項）組織化指導費853万1,000円の

減額でございますが、これは、主に１の中小企

業団体中央会等補助金の事業費の確定に伴うも

のであります。

次の（事項）小規模事業対策費4,816万4,000

円の減額でございますが、主に１の小規模事業

者事業経営支援事業補助金、これは、商工会、

商工会議所等への補助金でございますけれど

も、この事業費の確定に伴う減額であります。

以上が一般会計補正予算でございます。
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次に、232ページをお願いいたします。小規模

企業者等設備導入資金特別会計について御説明

をいたします。なお、特別会計につきまして

は、定例県議会提出議案の中でもございますけ

れども、引き続き、この歳出予算説明資料のほ

うで説明をさせていただきます。補正額は４

億135万6,000円の減額でございまして、補正後

の予算額は９億8,085万円となります。

初めに、（事項）小規模企業者等設備導入事

業助成費３億6,712万7,000円の減額でございま

す。１の（１）高度化資金貸付金でありますけ

れども、これは、借り受け予定者の辞退等に伴

いまして、１億932万9,000円を減額するもので

あります。（２）の小規模企業者等設備導入資

金貸付金１億5,000万円の減額及び（３）の小規

模企業者等設備導入貸与資金貸付金7,500万円の

減額でありますが、これは、設備資金等の需要

の減少に伴いまして、減額をいたすものであり

ます。２の一般会計への繰出金でありますけれ

ども、これは、貸し付けております貸付金につ

きまして、償還条件の変更等により、高度化資

金を借りていらっしゃる借り受け者の償還額を

一部猶予することに伴いまして、返還額が2,789

万2,000円減額するものであります。

最後に、（事項）元金3,423万6,000円の減額

でございますが、これは、先ほど説明をいたし

ました高度化資金のうち、国の中小企業基盤整

備機構から借り入れた貸付金原資の償還に要す

る経費でございますけれども、借り受け者から

の償還額を減少したことに伴い、国への返還を

減額するものでございます。

２月補正予算につきましては、以上でござい

ます。

次に、商工建設常任委員会資料の５ページを

お願いいたします。議案第57号「宮崎県中小企

業者等向け融資に係る損失補償に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。

この議案につきましても、提出議案書の中に

ございますが、この委員会資料で説明をさせて

いただきます。１の改正理由にございますけれ

ども、条例の中で引用しております「産業活力

再生特別措置法」の法律名が「産業活力の再生

及び産業活動の革新に関する特別措置法」と改

められたことによりまして、所要の改正を行う

ものでございます。２の改正の概要にございま

すけれども、条例の中の３条の第１項第１号及

び第２号の中で先ほどの法律名を引用しており

ますので、これを改めるものでございます。

経営金融課は以上でございます。

○押川労働政策課長 労働政策課の平成21年度

２月補正予算について御説明を申し上げます。

歳出予算説明資料の労働政策課のインデック

スのところ、235ページをお開きいただきたいと

思います。今回の補正は12億5,618万1,000円の

増額補正でございます。補正後の予算額は87

億9,849万2,000円となります。

以下、主な事項について御説明をいたしま

す。238ページをお開きいただきたいと思いま

す。（事項）宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例

基金積立金でございます。20億412万4,000円の

増額でありますが、これは、国の２次補正予算

の成立に伴う緊急雇用創出事業臨時特例交付金

を受け入れまして、基金として積み立てるもの

でございます。なお、今回の国の補正予算は、

貧困・困窮者支援強化としての住まい対策に関

する予算も緊急雇用創出事業臨時特例交付金と

して本県に交付されることとなっております

が、これらに関する補正予算並びに基金条例の

改正につきましては、事業を所管します福祉保

健部の厚生常任委員会にて審議されることと
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なっております。

次に、（事項）緊急雇用創出事業臨時特例基

金事業費8,465万7,000円の減額と（事項）ふる

さと雇用再生特別基金事業費５億9,813万5,000

円の減額でございますが、いずれも執行残が生

じたことによるものでございます。なお、これ

らの執行残につきましては、次年度以降の基金

事業の財源として充てていく予定でございま

す。

次に、240ページをお願いいたします。（事

項）認定職業訓練費1,570万4,000円の減額でご

ざいます。これは、認定職業訓練助成事業費補

助金の減額によるものでございます。この補助

金は、認定職業訓練団体が実施します職業訓練

に対しまして助成するものでありますが、訓練

生が見込みを下回ったこと等による減額でござ

います。

次に、241ページをごらんください。（事項）

県立産業技術専門校費4,071万円の減額でござい

ます。まず、１の管理運営費でございますが、

これは、光熱費の節減や施設の保安委託料等の

入札残等によるものでございます。次に、２の

訓練実習費につきましては、訓練生の実習経費

等の執行残によるものでございます。また、３

の委託訓練に関する経費につきましては、民間

の訓練施設に委託して行っております職業訓練

におきまして、一定の要件に該当する訓練生に

支給しております訓練手当につきまして、受給

対象者が当初の見込みを下回ったため、減額す

るものでございます。次に、４の施設管理費に

つきましては、施設改修工事等の入札残による

ものでございます。また、11の障がい者能力開

発事業につきましては、産業技術専門校高鍋校

において実施しております知的障がい者を対象

とした訓練生が当初の見込みを下回ったことか

ら、訓練生に支給している訓練手当を減額する

こと等によるものでございます。

続きまして、債務負担行為の追加につきまし

て、お手元の商工建設常任委員会資料で御説明

を申し上げます。委員会資料の１ページをお開

きいただきたいと存じます。債務負担行為の追

加、新規学校卒業者等雇用創出・人材育成事業

でございます。本事業は、現下の厳しい雇用情

勢の中、未就職卒業者等の雇用の場を確保する

とともに、研修等によるスキルの向上を促進

し、安定的な職業への就職を支援するため、新

年度早期からの雇用創出に向けて年度内に公募

を行い、事業の委託先を決定するため、債務負

担をお願いするものでございます。期間は平

成21年度から平成22年度まで、限度額は５

億3,000万円をお願いしております。

続きまして、事業の概要につきまして、御説

明をいたします。資料の４ページをお開きくだ

さい。○新 新規学校卒業者等雇用創出・人材育成

事業でございます。まず、１の事業の目的でご

ざいますが、この事業は、先ほど申し上げまし

たが、未就職卒業者等に対しまして雇用の場を

提供するとともに、職場実習や外部研修等を通

じたスキルの向上を促進し、安定的な職業への

就職を支援するものでございます。

２の事業概要でございますが、この事業は、

民間団体等から以下の（１）から（３）の要件

にて事業の募集を行いまして、県が採択しまし

た事業を当該団体等に委託して実施することと

しております。まず、（１）の事業の種類につ

いてでございますが、アの未就職卒業者等を雇

用し、地域の企業等で就業するために必要な知

識・技術を職場研修、外部研修により習得する

ための研修を行う事業と、イの民間団体等の創

意工夫に基づき、未就職卒業者等を雇い入れ、
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新たな雇用機会の創出を行う事業の２つとして

おりまして、事業の分野は（２）のとおりでご

ざいます。次に、（３）の事業の要件としまし

ては、アからクにあります要件に該当するもの

を事業の要件としております。（４）の応募対

象となる民間団体等につきましては、民間企

業、ＮＰＯ法人、その他の法人または法人以外

の団体等を想定しております。

３の事業費は５億3,000万円を予定しておりま

して、平成22年度当初予算で要求させていただ

いております。

労働政策課の説明は以上であります。よろし

くお願いいたします。

○山口企業立地推進局次長 企業立地推進局の

平成21年度２月補正予算について御説明をいた

します。

お手元の歳出予算説明資料、企業立地推進局

のインデックスのところ、243ページをお開きく

ださい。企業立地推進局の２月補正は27億7,244

万5,000円の減額でございます。補正後の予算額

ですが、27億3,638万8,000円となります。

以下、主な内容について御説明をいたしま

す。245ページをお開きください。（目）工鉱業

総務費でございますが、373万6,000円の増額と

いたしております。これは、職員の増員に伴う

補正でございます。

（目）工鉱業振興費でございますが、27

億7,618万1,000円の減額といたしております。

内訳といたしましては、（事項）企業立地基盤

整備等対策費につきまして、31億6,829万5,000

円の減額といたしております。減額の主なもの

といたしましては、１の広域拠点工業団地整備

促進事業の減額によるものでございます。この

事業につきましては、大型工業団地造成を行う

市町村に対しまして、県が30億円の貸し付けと

単年度２億円の補助を行うものでございます

が、今年度は市町村より貸付金の申請がなかっ

たこと、及び補助金につきましても、２市から

調査事業が申請されただけでございまして、少

額の交付申請であったということによるもので

ございます。

（事項）立地企業フォローアップ等対策費に

つきましては、３億9,258万円の増額といたして

おります。増額の主なものといたしましては、

次のページの１の企業立地促進補助金の増額で

ございます。この補助金につきましては、立地

企業における初期投資の軽減を図りますために

交付する補助金でございますが、当初予定いた

しておりました金額に対し実際の申請額が上回

る見込みのため、増額補正をするものでござい

ます。

次に、繰越明許費についてでございます。こ

れにつきましては、常任委員会資料の１ページ

をごらんいただきたいと思います。繰越明許費

追加のところでございます。広域拠点工業団地

整備促進事業3,224万4,000円の繰り越しをお願

いいたしております。これは、先ほども御説明

をさせていただきましたけれども、大規模工業

団地造成を行う市町村への補助事業でございま

すが、事業主体となります２つの市がその事業

を22年度に繰り越すことに伴いまして、県の事

業費も次年度へ繰り越すものでございます。

続きまして、報告事項でございます。

常任委員会資料の13ページをお開きいただき

たいと思います。最近の企業誘致の状況につい

て御説明をいたします。平成21年度の企業誘致

につきましては、現時点で新規立地企業件数18

社、最終雇用予定者数1,441人となっておりま

す。具体的な企業名、業種、立地市町村等につ

きましては、３の平成21年度の誘致企業一覧の
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とおりでございます。１月27日に開催されまし

た常任委員会で御報告いたしましたが、その後

に立地が決定いたしましたのが、表の15番の高

千穂シラス、16番の黒田工業、17番の三喜金属

工業、18番目になりますが、共立電機製作所、

以上の４件となっております。厳しい経済状況

ではございますが、今後とも、企業の投資情報

の収集に努めまして、市町村と連携して積極的

な誘致活動を行い、フォローアップ事業等に取

り組むとともに、雇用の場の創出に努めてまい

りたいと考えております。

説明については以上でございます。

○後沢観光推進課長 観光推進課の２月補正予

算について御説明いたします。

お手元の平成21年度２月補正歳出予算説明資

料、観光推進課のインデックスのところ、247ペ

ージをお開きください。観光推進課の歳出予算

の補正額は2,797万5,000円の減額補正となって

おります。この結果、補正後の予算総額は19

億1,679万3,000円でございます。

次に、249ページをお開きください。一般会計

でございます。2,797万5,000円の減額補正でご

ざいます。補正後の予算額は11億8,238万6,000

円でございます。

補正をお願いする主なものにつきまして御説

明いたします。（事項）県営宿泊休養施設改善

対策費158万9,000円の減額補正でございます。

これは、県営国民宿舎特別会計におきまして、

前年度からの繰越金及び諸収入が合計で158

万9,000円生じたことによりまして、一般会計か

らの繰出金について同額を減額するものでござ

います。

次に、（事項）観光振興費262万円の減額補正

でございます。これは、説明欄４の宮崎おもて

なし日本一実現事業におきまして、おもてなし

研修会の開催事業費の節減や、おもてなし活動

支援事業の補助金の申請が見込みより少なかっ

たこと等によるものでございます。

次に、250ページをお開きください。（事項）

観光・コンベンション誘致促進事業費1,448

万8,000円の減額補正でございます。これは、説

明欄１のみやざき観光コンベンション協会運営

費補助金等の減額に伴いまして、補助金を減額

するものでございます。

次に、（事項）スポーツランドみやざき推進

事業費574万4,000円の減額補正でございます。

これは、説明欄１のスポーツランドみやざき受

入基盤強化事業におきまして、委託事業の入札

の執行残等によるものでございます。

以上が歳出予算の説明でございます。

続きまして、平成22年２月定例県議会提出議

案の31ページ、議案40号「平成21年度宮崎県え

びの高原スポーツレクレーション施設特別会計

補正予算」について御説明いたします。32ペー

ジをお願いいたします。この補正予算につきま

しては、歳出予算の補正はございませんが、歳

入予算につきまして、前年度からの繰越金14

万7,000円を計上するとともに、一般会計からの

繰入金につきまして、同額を減額するものでご

ざいます。

次に、33ページをごらんください。繰越明許

費について御説明いたします。県営えびの高原

スポーツレクレーション施設改修事業について

でございます。これは、平成21年度９月補正に

おいて措置していただいた予算でございます

が、施設の運営管理に極力支障を来すことがな

いよう、指定管理者や関係機関などと協議した

結果、平成21年度のアイススケートシーズンの

終了後に工事に着手することが適当だと判断さ

れたことなどから、必要な事業の工期が不足す



- 15 -

ることになりまして、２億2,292万5,000円の繰

り越しをお願いするものでございます。

続きまして、35ページをお開きください。議

案第41号「平成21年度宮崎県営国民宿舎特別会

計補正予算（第２号）」についてでございま

す。36ページをお願いいたします。この補正予

算につきましては、歳出予算の補正はございま

せんが、歳入予算につきまして、昨年度からの

繰入金156万7,000円、諸収入２万2,000円、合

計158万9,000円を計上しますとともに、一般会

計からの繰入金につきまして、同額を減額する

というものでございます。

次に、37ページをごらんください。繰越明許

費について御説明いたします。国民宿舎えびの

高原荘改修事業及び国民宿舎高千穂荘改修事業

についてでございます。これらは、平成21年度

９月補正において措置していただいた予算でご

ざいますが、施設の運営管理に極力支障を来す

ことがないよう、また改修工事の安全性の確

保、円滑化といった観点から、指定管理者や関

係機関などと調整した結果、必要な工期が不足

するということになったこと等から、国民宿舎

えびの高原荘改修事業で１億3,653万7,000円、

国民宿舎高千穂荘改修事業で2,765万6,000円、

合計１億6,419万3,000円の繰り越しをお願いす

るものでございます。

続きまして、商工建設常任委員会資料の別冊

としてお配りしているものをお開きください。

都井岬観光ホテルについてでございます。

既に新聞等で報道されておりますとおり、都

井岬観光ホテルは２月28日に閉館されたところ

でございます。都井岬観光ホテルにつきまして

は、お手元の資料の（１）の経緯に書いてござ

いますとおり、昭和38年11月に宮崎交通が株式

会社都井岬観光ホテルを設立後、平成12年７月

には都井岬リフレッシュリゾート株式会社、こ

れは串間市の三セクでございますが、こちらが

運営を引き継ぎまして、さらに平成19年３月か

らは株式会社ケイズコーポレーションが経営を

引き継いで今日に至っております。（２）のホ

テルの概要につきましてですが、今般の閉館時

点で98室で250名の宿泊が可能でした。なお、西

館につきましては使用していなかったというこ

とでございます。また、従業員数につきまして

は、28人でございまして、うち21人が正社員

だったということです。なお、従業員は２月28

日付で全員解雇されたというふうに聞いており

ます。

経営者であるケイズコーポレーションにつき

ましては、２に記載してございますとおりです

が、大阪市の会社でございまして、不動産の仲

介事業などを行っております。同社の関連会社

は結婚式場を運営しております。

３のその他でございます。周辺の宿泊施設に

ついてでございますが、民宿等が３軒ございま

して、合わせて110人の宿泊が可能ということで

ございます。都井岬への観光客数についてでご

ざいますが、お手元の資料のとおりの数字でご

ざいまして、記録が残る中で最高の人数を記録

した平成３年と比べましても、大きく減少して

いるという状況でございます。

今後の見通しにつきましては、現在、情報収

集中でございまして、明確に申し上げられるこ

とは余りありませんが、昨日、ケイズコーポレ

ーションの社長が串間市長のもとを訪れて、売

却するという考えをお持ちだという旨を伝えら

れたということでございます。都井岬観光ホテ

ルは都井岬唯一の大型の宿泊施設でもありまし

て、その閉館は、本県を代表する観光地である

都井岬の魅力にもかかわるものと受けとめてお
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りますので、早急に地元串間市を初め関係者と

それぞれの立場でどんなことができるのかとい

うことを十分協議して対応してまいりたいと考

えているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

○甲斐みやざきアピール課長 みやざきアピー

ル課について御説明をいたします。

まず、補正予算についてでございます。

お手元の２月補正の歳出説明資料の251ページ

をお開きください。みやざきアピール課の歳出

の補正額は、一般会計で1,478万4,000円の減額

となっております。この結果、補正後の予算総

額は２億779万9,000円となります。

次に、主な補正の内容について御説明いたし

ます。253ページをお開きいただきたいと思いま

す。まず、（事項）観光交流基盤整備費1,207

万9,000円の減額補正となっております。これ

は、説明欄１の「創造・再生！新みやざき観光

地づくり事業」における補助金の執行残、及び

説明欄２の「ひむか神話街道安全・安心走行環

境整備事業」における委託事業の入札残による

ものでございます。

次に、（事項）地域活性化促進費345万円の減

額補正となっております。これは、説明欄１の

「宮崎に来んね、住まんね、呼びかけ強化事

業」における事業費の節減及び補助金の執行残

によるものでございます。

以上が歳出予算の説明でございます。

次に、商工観光労働部をめぐる最近の動きに

ついてであります。

商工建設常任委員会資料の14ページをお開き

いただきたいと思います。まず、みやざきフラ

ワーフェスタ2010の開催についてであります。

１の主催につきましては、県、市町村及び関係

団体等で組織しております「花とみどりのみや

ざきづくり推進協議会」となっております。

２の期間につきましては、３月20日から５月

９日までの51日間となっております。

次に、３の今回の新たな取り組み等について

でございますけれども、まず、（１）にありま

すように、メーン会場のこどものくにが大幅に

リニューアルされまして、例えば海側ゾーン内

では約200万本の花が植栽されるということに

なっております。（２）の地域との協働による

展開でありますけれども、宮崎市の中心市街地

では、橘通りを中心に、いろんな花の愛好団体

等も参加しました官民協働によりますさまざま

な花の装飾が実施されますとともに、４月23日

と24日の両日には、全国花のまちづくり宮崎大

会が宮崎市で開催される予定です。また、宮崎

市の青島地域では、「ぐるっと青島フラワー

フェスタ」が地域住民が主体となって開催され

る予定です。（３）の会場数の増加についてで

ございますけれども、今回は、個人の方々のオ

ープンガーデンがふえたことなどによりまし

て、全体で162会場となります。前回よりも９会

場の増加となっております。なお、県内各会場

を回れば抽せんで県産品等が当たりますフラワ

ーラリーをことしも実施する予定でございまし

て、その会場は４に記載のとおりです。また、

お手元にことしのフラワーフェスタのリーフ

レットをお配りしておりますので、ごらんいた

だければと思います。

次に、15ページをお開きいただきたいと思い

ます。「2010みやざきweeeek（ウィーク）」の

実施についてであります。これは報告でござい

ますけれども、１の概要についてでございます

が、ことしのみやざきウィークは「恋するみや

ざきごはん」をキャッチコピーとしまして、日

ごろからおつき合いのあります大手民間企業等
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の御協力を得まして、首都圏から全国に向け

て、宮崎の食や旅といった本県の魅力を総合的

に発信することを目的に実施いたしました。

次に、２の協力企業についてでありますけれ

ども、多くの企業から、今回のそういったコン

セプトに沿いましたフェア、キャンペーン等を

実施していただきました。16ページの一覧表に

ありますとおりに、参加いただきました企業

は19企業、約3,500店舗でいろんな催しをしてい

ただきました。また、ことしのウィークの概要

は、お配りしました小冊子に記載しております

ので、ごらんいただければと思います。

次に、３の広報イベント等の概要でございま

すけれども、（１）の知事のトップセールスイ

ベントにつきましては、①のキックオフイベン

トといたしまして、イオングループ最大の規模

であります埼玉県越谷市のイオンレイクタウン

で、みやざきブランド推進本部と共催で農畜産

物等の魅力をＰＲいたしました。ここではみや

ざき大使のバレエダンサー、西島さんにも御協

力をいただきました。②の一村一祭あるいは宮

崎観光遺産ＰＲにつきましては、ＪＲ東日本及

び東京駅の協力を得まして、東京駅の中で実施

しましたけれども、ここでは日向市保存会によ

るひょっとこ踊りを披露させていただきまし

た。また、飲食店街の24店舗がそれぞれの持ち

味を生かしたチキン南蛮コンテストに参加いた

だく、そういった事業も開催されました。東京

駅も独自にこのための冊子をつくっていただき

まして、これもお配りしておりますので、ごら

んいただきたいと思います。③のクッキングイ

ベントでございますけれども、マスコミ関係者

をお招きいたしまして、有名な料理家でありま

すケンタロウさん、SHIORIさん、このお二人

に、本県の食材を活用しましたレシピの紹介、

料理教室を実施していただきました。お二人か

ら、本県の食材につきましても大変高い評価を

いただきました。その他、（４）にありますと

おり、広報媒体あるいはウエブサイト等の活用

などを通じまして、本県の食と旅の魅力を幅広

く情報発信いたしました。今回のウィークは多

数のメディアにも取り上げていただきまして、

また多くの企業に参加いただきましたので、効

果的に宮崎のアピールが首都圏を中心にできた

のではないかと考えております。以上でござい

ます。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

まず、議案についての質疑はありませんか。

○黒木委員 中山間地域新産業・雇用創出緊急

対策事業についてお伺いしたいと思うんですけ

れども、イメージがなかなかわかないんですけ

れども、事業の要件の中のカで「建設・土木事

業でないこと」ということでありますけれど

も、これは建設業等の失業者、そういったもの

を頭に入れたものであるのかどうか、お伺いし

たいと思います。

○古賀商工政策課長 これは、御存じのとお

り、国の基金事業を活用するわけであります

が、基金の要件として土木建設業については対

象となっておりませんので、そういった事業は

実施できないと。また、御質問がございました

とおり、公共事業が減少するだろうと思われま

すので、そういった方々が従事しやすいような

事業をやっていただければと思っておりまし

て、例えば事業分野を（２）で書いております

が、農林水産分野であれば、例えば建設機械を

活用した耕作放棄地の整備・利活用をしていた

だくとか、もしくは山林に放置されている間伐

材等の搬出をやっていただくとか、そういった

格好で建設業の方々も御利用できるんじゃない
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かと思っております。

○黒木委員 中山間と言われる地域は、建設業

が非常に重要な地場産業ということになってい

るんですけれども、入札制度改革等がありまし

て、どこが倒産するのかわからない、どれだけ

失業者が出るのかもわからないというような状

況の中で、いろんな雇用対策をやろうとして

も、なかなか先が読めないという状況にありま

して、非常に悩ましい点があるものですから、

この３年の中で新しい産業なりを創出するとい

うのはなかなか容易なことではないとは思うん

です。例えば、商店に後継者がいない、そうい

うところの後継者対策―後継者では必ずしも

ないけれども、仕事のない人をそこに雇用し

て、それが後継者に結びつけばいいんですけれ

ども、そういったものも対象になると考えてい

いんでしょうか。

○古賀商工政策課長 今、我々のほうで相談等

を受けておりますのは、一番多いのは物販で

す。例えば、直販所をつくっていきたいと。直

販所も、一番大きいので申し上げますと、各商

工会じゃなくて、県北地域に13ぐらい商工会が

あるわけですけれども、そこがまとまって１カ

所に直販所をつくろうかというようなことを今

検討なさっていただいているとか、もしくは同

じく県北地域なんですけれども、建設業協会の

方々が中心になって観光事業をやろうかとか、

そういったことで検討いただいているようで

す。今御提案ございました商店街を引き継いで

いくというのも当然対象になっていくと思って

おります。

○黒木委員 事業といたしましては、主として

人件費が対象になる、これは５分の３以上であ

るということですか。

○古賀商工政策課長 基金事業は、国の要件で

は２分の１以上ということになっているんです

けれども、できるだけ多くの方々を雇っていた

だきたいという意味から、国の基準よりも多い

５分の３以上ということにしております。

○黒木委員 企業を立地するというのも非常に

難しいような条件のところですので、こういう

事業を通して何か新たな雇用先が生まれるよう

な対策といいますか、ただ、例えば農協に

ちょっと雇うとか、そういったものじゃなく

て、本当に将来に継続できるような新たな産業

ができるようないろんな御指導をいただければ

ありがたいと思います。

○坂口委員 なかなか整理の仕方が難しいかな

と思うんですけれども、今回の緊急雇用に係

る、部内全部で雇用の創出が図られる中で、全

く新たな分野、100％新たな雇用の創出というの

はなかなか難しいと思うんです。その中で雇用

の前倒しにつながるような―来年からは必要

な雇用だけれども、今回の基金事業とか、いろ

んな支援事業を活用して即戦力のための雇用と

いうようなものはある意味では雇用の前倒しに

なってしまうと思うんですね。また来年度の雇

用の場の減につながっていく部分が出てくるん

じゃないかなという気がするんです。整理が難

しいんです。それと、今、新政権が言ってい

る18.3％の公共事業費の抑制、ここでのまた新

たな失業の発生です。一つには、1.1ポイントぐ

らい失業率が上がるんじゃないかという、かな

り深刻な分析もあるんですけれども、これに向

けての来年あたりの雇用の場の創出というもの

をセットで考えておかないと、先送りになるだ

けだと思うんです。基金事業は３カ年なんです

けれども、その基金の落としどころというのが

アイデア事業みたいな形になるから、３カ年連

続してアイデアが出るかなというようなこと
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で、今後のそういった中期的な意味での雇用と

いうものについてどんなぐあいに分析という

か、考えておられるか、なかなか整理の仕方が

難しいと思うんです。

○渡邊商工観光労働部長 今回の中山間地関係

の事業といいますのは、先ほど指摘もありまし

たように、公共事業が非常に減っていて、我々

としても危機感を感じていまして、やはりここ

に何か対策を打たなきゃいけないと。県では県

民政策部に中山間・地域対策室があるわけでご

ざいますけれども、我々も商工会とか、そうい

う団体をいっぱい抱えていまして、建設業協会

もそうでございますけれども、そういう方々と

いろいろ協議しながら、新たな事業展開を考え

ていく必要があるということで、今回、商工観

光労働部として上げさせていただきました。８

億の事業なんでございますが、我々としていろ

いろ議論したのは、行政がやっている仕事と純

民間がやっている仕事、そのすき間に何かヒン

トはないのか、これを部内でも大分議論しまし

た。そのすき間を新しい産業に結びつけていこ

うと。その議論をやりながら、商工会にぶつけ

る、あるいは商工会議所にぶつける、あるいは

建設業協会にぶつける、そういうことをやって

います。

私としては、坂口委員がおっしゃいましたよ

うに、それを１年で終わるんじゃなくて、次の

継続的な産業に結びついていくような仕組みを

やる必要がある、これを十分考えています。

やっぱり中山間地域にいろんな課題がありま

す。その課題をいろいろ分析していけば、そこ

に新たな事業展開というのが見えてくるわけで

ございまして、そういうことを今、我々は一生

懸命やっています。この基金については、今

度、追加補正でまた20億来ました。県のいろん

な事業取り組みを評価していただいて、国から

お金が来たということで、このお金をできるだ

け早く宮崎県下に落とすということ、これが緊

急対策の意義だろうと思いますので、先が我々

もはっきりは見えないわけですけれども、いろ

んなことをしていきたい、検討していきたい、

取り組んでいきたい、そういうふうに考えてお

ります。

○坂口委員 本当に難しいと思うんです。た

だ、一つは、公的雇用での５カ月を２度繰り返

せるというぐあいに今度運用が拡大されたです

ね。ああいうものを積極的にやっていって、基

金が３カ年あれば、継続して３年ぐらいはやっ

ぱり安定的にそこでやれるよとか、そういうも

のを国に強く求めながら、その間にシフト産業

をどうしても創出して―拠点拠点にこの商工

会はこういうアイデアを出したよというのも、

そういった小さい数字の集積というのはもちろ

ん大切なんですけれども、この仕組みという

か、産業構造をどうしてもシフトしていかない

と、一番心配している特に宮崎あたりは、公共

事業費18.3％減、失業率が1.1ポイント上がるぐ

らいでとどまるかなと、もっと深刻じゃないか

なと。全体経済に占めるこの貢献度というのも

全国平均よりかなり高いだろうし、ダメージが

太いんじゃないかなと心配しているんです。そ

れと、建設業の競争激化で、企業数が多いから

仕方がないんだという部分が最初の一般競争入

札での倒産に対しての知事の考え方だったと思

うんです。企業数が多いと。でも、現実的には

企業数は減らずに、体制を縮小してきているか

ら、一番の働き盛りが切られていって、ここら

が職にあぶれていく。会社の数は変わらないけ

れども、社員数が減っていって、それでしのい

でいるというのが現実だから、職を一番必要と
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する若年、中年、ここあたりが相当これからの

１年ぐらいでは出てくるんじゃないかなと思う

んです。これは答えようも分析のしようもない

から、要望でとどめます。

そこで関連して、そういった新規の部分と、

今度は、そんな中でも生涯その仕事で進んでい

くというのが理想ですが、認定職業訓練校が

今、県内にどれぐらいあって、現実的にどんな

訓練をやっているのか。経営者たちもかなり厳

しいと思うんです。自分ところの社員の技術力

アップとか、そういうもののアップの必要性は

感じながらも、ではそこで訓練する余力がある

かというと、かなり厳しいんじゃないかと思う

ものですから、先ほど減額があってちょっと気

になったんですけれども、実際どれぐらいあっ

て、どういう訓練をやっていて、実態がどうな

のかというのは……。

○押川労働政策課長 現在、全体の認定校が19

団体ございまして、そのうち１校は休校してお

りますが、その中で、普通課程と短期課程と２

通りございますが、１年以上を普通課程といっ

ていますが、これが県下で16コースございま

す。また、短期課程のほうが163コースございま

して、合わせて179コース、こういうふうな感じ

になっております。委員御指摘のように、さっ

き上げました1,500万円の減額の理由としまして

は、まさしくおっしゃられますように景気低迷

ですとか公共事業の縮減、こういうものにより

まして、事業主に従業員を訓練させるだけの余

裕、そういうものがなくなっているという現実

があろうかと思います。そういうことの中で、

職能開発法そのものにおきましては、事業主は

必要に応じて職業訓練を行いなさいというよう

なことが定められております。現在、人数も、

計画と比べますと500人程度ことしも少のうござ

いましたけれども、認定校をつくっています企

業主等が自分のところの従業員のスキルアップ

を図れる環境づくりをこういう補助金等を通じ

て後押ししているというようなことでございま

すので、今後もそこあたりを十分考えながら

やっていきたいと考えています。

○坂口委員 そこの誘導策がないかなと思うん

だけど、なかなか難しいかなと思うんです。そ

れがどれぐらいかぶるかなんですけれども、先

ほどいみじくも、県民政策部と全体を見ながら

という部長答弁があったんですけれども、例え

ば公調達の中で認定職業訓練校で訓練対象に

なっているような業種があるとすれば、県土整

備部だけの総合評価落札方式じゃなくて、県民

政策部として、税をこれだけ投資していく、そ

こで県が緊急だと言っている雇用とか経済とい

うものにどれだけそこが貢献してくれるかとい

うものを評価していって、公調達の中でそこに

有利なポイントを上げながら、小さな左官仕事

でも文房具の納品でも、そういうもので政策を

完全にみんなで協力して成功させるんだという

ようなものが一つ出てこないと……。認定訓練

校に自分ところのを何カ月か出そう、そこで実

際、会社の経営上のマイナスというのは何十万

出る、それが次の契約のときにポイントをもら

えて有利に機能するならば頑張ってみようかと

いうような、何かの誘導策は総合的にやるべき

じゃないかなと。そこに少々税を突っ込んで

も、本会議でも言ったんですけれども、県民の

納税者感情というものはそこに合ってくると思

うんです。税を有効に生かして何とか立て直し

てくれ、子供の職場をつくってくれというよう

なもの、そこを一回、県民政策部を中心に全庁

的に何か知恵を出してほしいなという気がする

んですけれども、もしコメントがあれば、部長
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……。なければ要望にとどめておきます。

○渡邊商工観光労働部長 いろんな団体から

今、御意見や要望が来ているんですけれども、

地産地消、やっぱり地元の製品をよく使ってほ

しい、地元の資源を使ってほしい、それを政策

の中で正しく評価すべきである、そういう意見

があります。私も全く同感でございまして、そ

のあたりについてはいろんな関係部とも議論し

ていきたいと思います。

○井上委員 先ほど商工政策課長から、今回の

中山間地の雇用の関係のことをお話しいただい

たんですけれども、これはすごく私はおもしろ

いと思うんです。おもしろいという言い方は

ちょっと語弊があるかもしれないんですけれど

も、今までやってきた中山間地対策で、ぶちぶ

ち切りながら地域を固定して、そこだけに金を

少しだけやっていたというような、そういう政

策と違って、がつんと広域なら広域で中山間地

が何かができると。だから、政策的な精度が問

われるところだと思うんです。これが成功する

と随分違ってくると思うんです。きょうお話を

聞いていたら、県北地域の直売所をちまちまと

一つずつつくるんじゃなくて、がつんと大きく

皆さんが出てきていただいてやっていくとか、

いろんなアイデアが生きるというか、長期に

やっていけるような状況というのをつくらない

といけないと思うんです。そこの地元にいる人

たちは、そこにいるだけではなくて、出てい

く、みんなが出かけていく、人との交流がない

と経済活動というのは大きく広がっていかない

と思うんです。いろんなことがやり方によって

は可能だと思うんです。言われたような内容

と、それから教育関係のところの問題点との整

合性をどうやって高めていくかということと

か、それと私どもは林活議連で京都の南丹市に

行かせていただいたんですが、あれはやはり産

業として林業が成り立つということを証明して

いるようなものだと思うんです。総合的に政策

力が今回問われると思うんです。参加していた

だいている経済団体の方と自治体と一緒になっ

て議論すると、今までは不可能だった地域、小

さい地域だけでやれたことが広域だとがつんと

大きくできることだと思うんです。そのあたり

のことについて取り組みのやり方というものは

今どういうふうに進んでいるんですか。

○古賀商工政策課長 先ほど部長が答えた中

で、すき間というのを言いましたけれども、ま

ず部内でどういったものが考えられるのかとい

う議論をいたしました。それをもとに、今度

は、こういった事業というのは、こういうのを

やりますからといって待っていても応募がある

わけではございませんので、やはり我々のほう

で積極的に、例えば建設業協会なり、商工会、

そういったところに出かけていきまして、どう

いったアィデアが出てくるのかと。そうします

と、例えば、全く私たち想定していなかったん

ですけれども、毎日上っていくトラック便があ

るんですね。具体的に申し上げますと、新聞で

す。帰りは空で帰ってくるんです。これは毎日

行くんです。毎日、例えば諸塚から朝どれのも

のを持って帰れるわけです。これをうまく利用

できませんかという話が出てきたりとか、いろ

んなアイディア、我々が想定していなかったも

のまで出てきております。ですから、そういっ

たアイディアに我々も一緒に磨きをかけなが

ら、今、委員の皆様方から指摘がありますけれ

ども、この基金事業が切れてもできるだけ続い

ていくような事業に少しでもなるように、我々

としては努力いたしたいと思っています。

○井上委員 これは物すごく期待に値すると思
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うんです。目線をちょっと高く持ってもらっ

て、点、点、点で考えるんじゃなくて、面とし

てどうかということ、そして逆に言えば中山間

地であるということの売りはどういうものがあ

るのかということや少し議論を積み重ねていた

だきたい。後沢さんが中山間・地域対策室長で

いらっしゃったときに、細かく予算を切るより

もがつんと大きくして何か効果的なものをやっ

たほうがというのは、私も何度か言わせていた

だいたことがあるんですが、どうやったらその

地域での産業になれるか、地場産業の育成がき

ちんと整合性のある形でできるのかを議論でき

るいいきっかけだと思います。これはぜひ期待

したいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

それと、新規学校卒業者等雇用創出・人材育

成事業です。私は、これは物すごく知恵のある

事業だというふうに思っています。民間企業と

ＮＰＯ法人、その他の法人または法人以外の団

体、ここがそのあたりも含めてこの事業の中味

についてきちんと受けとめて、ある意味では政

策的効果というのを上げていただけるかという

ことが重要だと思うんですけれども、そのあた

りはどのようになっているんでしょうか。

○篠田地域雇用対策室長 この件につきまして

は、先月19日に説明会をやったんですけれど

も、そのとき、49の事業者が来られました。具

体的には、応募はこれからなんですけれども、

どのような形で人材育成していくかという研修

計画等を出させることにしておりますので、そ

の中で、未就職の卒業者が次の雇用に結びつく

ものをどのように考えていくか、十分協議して

いきたいと考えております。

○井上委員 これはＮＰＯ法人も含めてですけ

れども、自分たちにとっては、すごくいい、得

なものだと思うんです。一方では、私どもから

すれば人材の育成ということで、そこでいい人

材を育てていけるとしたら、両方いい状況に

なっていけると思うんです。単に、ただその期

間雇って金だけ出せばいいというのではないの

で、スキルアップしていくわけだから、いろん

なことを考えていくと、まだほかのところでは

どうなのかということも含めて、いろいろと知

恵を出していただけたらというふうに思って、

これも期待しておりますので、ぜひ整合性のあ

るものに仕上げていただきたいと思います。

最後にですが、都井岬観光ホテルは私として

も残念です。ああいうことも含めて、突然聞く

と、私たちもショックなんです。教えていただ

きたいんですが、私どもが持っている国民宿舎

です。今回も改修費とかいろいろ出ています

が、えびの高原とか国民宿舎は幾つかあるわけ

ですけれども、その経営状況というのはいかが

なものなのか、金をかけたほどの効果というの

があるような形になっているのかどうか、その

あたりを聞かせていただきたいと思います。

○後沢観光推進課長 国民宿舎につきまして

は、県で２つ持っておりまして、高千穂荘とえ

びの高原荘ということになっております。経営

状況ということでございますけれども、高千穂

荘については、ここしばらく入り込み客全体が

順調ということもありまして、黒字を出す経営

ができているところではございますが、えびの

高原荘については、なかなか苦戦をしていると

いう状況でございます。去年の９月補正でも施

設改修の経費などを措置していただいたところ

ですけれども、特にえびの高原荘などは施設の

老朽化が激しかったりするものですから、えび

の高原そのものをＰＲするなどしてお客さんを

呼んでくる、またそれに加えて、えびの高原の
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魅力を高めるための取り組みというのが必要に

なってくると思いますが、その中で、えびの高

原荘は唯一の宿泊施設ということになっており

ますので、そういう宿泊施設にしっかりてこ入

れしていくことは必要かというふうに思ってお

ります。

○井上委員 えびの市全体を考えたときに、京

町もそうなんですけれども、えびの市は本来は

物すごくいいところなんです。中野一則議員

が、川はどうしても鹿児島のほうに流れている

からと、宮崎から気持ちが離れつつあるみたい

なことを言われるときがよくありますね。えび

の市というところは、観光地としても、いろん

なことが可能なんです。あそこは米もおいしく

て、野菜もおいしいわけです。いろんなものが

おいしい。それにもかかわらず観光客が減って

いく。宮崎県の観光全体を考えたときに、えび

のをどう位置づけてというふうに考えたとき

に、私は何度か特別委員会でも国民宿舎に行っ

て調査させていただいたことやあって、食事も

工夫していろんなことをしておられたというの

も印象に残っているわけですけれども、お湯も

いいわけです。全部がいい。ロケーションもい

い。でも、減る。泊まってはいただけない。

やっぱり何かをしないといけない。えびの地

域、あそこあたりは何かをしないといけないの

ではないかと思うんです。小林とか、ああいう

ところも含めて観光地としての組み立て方をも

う一度考える必要があるのではないかというふ

うに常々思うんです。えびのの国民宿舎は、ト

レッキングに来られた方たちからは、あそこは

いいと言っていただけるんですけれども、でも

減っていく。ここに何かやっぱり面的に考えて

いかなければならない。小林だとかいろんなと

ころとの関連を考えながらつくり上げていく必

要というのが私はあるんじゃないかと思うんで

す。補正でかけた分、補修するのに金をかけた

分が効果として返ってくるような形、お金が

入ってくるような形をとるためにはどうしたら

いいのか。ただ国民宿舎をきれいにリニューア

ルすればいいということにはならないと私は思

うんです。もっと鹿児島側との関係とか、南九

州全体の中でどう位置づけるかとか、もう少し

知恵を出す必要があるんじゃないかなという気

がするんですが、そこはいかがなんですか。

○後沢観光推進課長 おっしゃるとおり、私も

えびのは非常に魅力的なところだと思います。

人吉方面から車なりで入ってきたときに霧島連

山が見える姿なんかは、何でみんなこの美しさ

に気づかないのかなと思ったりもするぐらいな

んですが、あのエリアの観光客の入り込みが苦

戦しているというのも事実でございます。えび

の高原荘の施設のリニューアルを予算措置して

いただいて、やっておりますけれども、もちろ

ん、それをやれば魅力が高まってお客が来ると

いうふうに単純に考えることはできないと思う

んです。あのエリア一帯の魅力をどういうふう

に高めていくのかということをこれから考えて

いかないといけないわけですけれども、今年度

から観光地総点検と称して、県内の主要観光地

に我々も入って、どういうことが課題で、何を

クリアしていけばいいのかということを、地元

の皆さん、観光審議会の委員の皆さんのお知恵

もかりながら、取り組んでおります。年度末に

押し迫ってきましたが、えびのにつきまして

も、今年度末に着手しようということで検討し

ておりますので、その過程でまた新たな展開を

検討していきたいと思いますし、あと御指摘に

あったような、九州新幹線が来るとか、そうい

う動きもにらみますと、県境を越えた鹿児島と
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の連携、人吉方面との連携というのも、どうい

うことができるのかというのを模索しなければ

いけませんし、実際には、九州新幹線と絡めて

観光ルートの開発ということに着手し始めてい

ますので、商品化というのはもうちょっと先の

話になると思いますが、そういう具体的な動き

も含めてこれからやっていこうと思っておりま

すので、それを見守っていただきたいなという

ふうに思っております。

○井上委員 環霧島観光圏の構想というのは

やっぱり捨てがたいと思うんです。その辺も頭

に入れて、そして我がとこだけというのではな

くて、全体が人の出入りが多くなるということ

を考えていかないといけないと思うんです。一

つ一つの素材としてはとてもいいものがあのあ

たりはあるので、先ほど言われたようなことを

考えれば期待していますので、そこに手を突っ

込んでかき回すぐらいしないと、なかなかあそ

こはよくはなっていかない。夜でもちょっと

走ってみてください。えびのは寂しくて、走り

ながら悲しくなるような感じがします。本来は

宮崎県なので、もう少し元気が出るような、そ

ういうことをしないといけないのではないか。

私は、あそこはいろんなものがあって、グリー

ンツーリズムには最高のところだと思っている

んです。ただ、そんなふうにも仕上がっていな

い、何も仕上がっていないという状況ですの

で、環霧島観光圏と一緒になって力を入れてみ

ていただきたい。えびの高原の国民宿舎に本当

に人がたくさん来ていただけるように仕上げて

いただきたいと思います。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。

○星原委員 先ほど来出ている中山間地域新産

業・雇用創出あるいは新規学校卒業者雇用創出

という事業なんですが、教えていただきたいの

は、１から４まで、目的から事業効果まであり

ますね。これは国の補助ということで、国のほ

うからこういう形で示されたんですか。それと

も、県のほうでこういう形に決めて、ここに提

示されたものなんですか。まず、そこを先に教

えてください。

○古賀商工政策課長 基金の制度の基幹的な部

分については、国の要件がございますので、そ

れに沿った部分がございますけれども、例えば

私どもの中山間地域に焦点を当てたこういった

事業展開というのは、県独自の取り組みでござ

います。

○星原委員 事業目的と事業効果、１と４、こ

れはそういうふうになればありがたい事業だと

思うんですが、事業概要の事業の要件の中に細

かくいろいろ書かれているんです。そういうも

のをクリアしていきながら、本当にこの事業が

うまく機能していくのかなというのを感じるわ

けです。１と４が達成されれば宮崎県版として

―何分の何とかいろいろ書かれているもので

すから、そういうことでこの事業目的が達成す

るのかなという感じがするんです。要件の範囲

をまたいろんなところとやっていく中で、いろ

んな要望なり、いろんな考え方が出てくると思

うんですが、この要件をクリアしないといけな

いということなのか。逆に言えば、１と４をク

リアすれば、それぞれの考え方があって、要す

るに雇用が創出されればいいんだと、そういう

考えでとらえていいのか、その辺はどういう判

断をされているんですか。

○篠田地域雇用対策室長 これはそれぞれ緊急

雇用創出事業臨時特例基金事業ということで、

国の事業を活用してやるんですけれども、た

だ、やっぱり要件が厳しくなっておりまして、
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そこを最低限クリアするということと、もう一

つ、新規学校卒業者の雇用創出で言えば、未就

職卒業者の雇用の場の確保ということでござい

ますので、２の（３）のエのところにあります

が、新規雇用する失業者数のうち、未就職卒業

者の割合が原則４分の３以上というのは、これ

は国の要件になくて、未就職者対策ということ

で県独自に持ってきたところでございます。た

だ、事業を実施するに当たって、未就職卒業者

が雇用できないということであれば、そのあた

りの緩和というのはあるのかなとは考えており

ます。

○宮原委員長 12時になりますので、午後は星

原委員の質疑から入りたいと思います。

ここで暫時休憩させていただきます。１時再

開ということでよろしくお願いします。

午前11時56分休憩

午後１時０分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

○星原委員 先ほど言いましたが、事業目的と

事業効果が出るためにどうするかという形でい

かないと、いろんな要件が主体になって逆に制

約を受けて―今回の場合は緊急雇用だから、

雇用環境が悪い中でその辺の解決とか、あるい

は新規の場合でも、そういう人たちが何らかの

職を持つためにどうするかだと思うんです。雇

用の面から考えてどうするかでないと、こうい

う制度とか事業要件があって、それに当てはめ

ていく形というのは、本当にこの事業がうまく

いくのかなというふうに思うんですが、部内で

の協議というのはどういうふうになされてここ

に提案されているんですか。

○古賀商工政策課長 要件の関係が午前中

ちょっと中途半端な説明になっていましたの

で、国のほうで定めているものと、今回の事業

ではどういうふうに定めたかというものを、も

う一度説明させていただきたいと思います。３

ページが中山間地域、４ページが新規学卒者と

いう格好で見比べながらお願いいたします。

２の（３）の事業の要件のところですけれど

も、まず共通する部分から申し上げますと、イ

の新たに事業展開または拡大を行う事業である

こと、これは４ページの２の（３）のイと全く

一緒です。次に、ウの受託事業に係る事業費の

うち新規雇用する失業者に係る人件費の割合

が、中山間地域のほうでは５分の３としており

ますけれども、新規学卒者のほうは２分の１と

しております。国のほうの要件は２分の１です

けれども、中山間地域においては、より雇用の

数をふやしたいということで５分の３で、県の

ほうでハードルを若干上げているというところ

です。エにつきましては、県のほうで新たにつ

くった分でございまして、新規雇用が原則とし

て５人というふうに書いております。４ページ

をごらんいただきますと、未就職者対策でござ

いますので、新規学卒者の未就職者が４分の３

以上いなければならないというふうにしていま

す。次のオですけれども、原則として新規雇用

する失業者を平成23年３月31日まで、丸々１年

間ですけれども、これは４ページと全く一緒で

す。最後になりますけれども、カの建設・土木

事業でないこと、これも共通いたしておりま

す。

委員御指摘のとおり、結局この事業は何のた

めにあるかといえば、失業している方々を安定

した就労の場につなげていくようなことをこの

事業でやっていこうというふうに考えているわ

けです。県の委託事業としてやるわけですが、

委託先、要するに公募して提案をいただくわけ
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ですけれども、我々といたしましては、提案を

そのまま真に受けるのではなくて、我々も当事

者意識を持ちながら、一緒にいい事業を組み立

てていきたいと考えておりますし、また国の要

件につきましても、昨年来いろいろ要望いたし

たわけでございますけれども、今後とも、使い

づらい面があれば、引き続き国のほうには要望

してまいりたいというふうに考えております。

○星原委員 いろんな事業、補助金つきの補助

事業なんか見ていますと、その事業の目的に100

％うまくいくような形じゃなくて、国からおり

てきている制度なんていうのは半分ぐらい機能

すればいいぐらいで、２分の１補助だったら、

目的とかそういうのは国が２分の１、あと２分

の１はそれぞれの都道府県や市町村が自分たち

がやりたいようにそれをうまく調整して、そし

て効果が上がるようにするとか、何か考えてい

かないと、今回の場合も、これからやっていく

中でその成果が出るのかというのは何とも言え

ないんですが、余りにも手続を踏んだりいろん

なことにとらわれて、もうそこまでだったらや

りたくないとか、新規事業だと言われると、今

でさえなかなか事業を起こすのが難しい中で、

地域型とか広域型とかなっているけれども、知

恵を出し合ってというけれども、やっぱり事業

をしていくには金がかかっていくわけですか

ら、そういう部分がプラスになってくるのかど

うか。逆に言えば、働きたいという人がどれぐ

らいその地域にいて、この人たちをどういうふ

うな形でやっていくかという両方で、両方とい

うか、応募の対象団体あたりといろいろ協議し

て、そこの中からどういったものが生まれてく

るか、そういうものもやって詰めていかない

と、言葉上はこうなっているけれども、緊急だ

からこの１年ぐらいの間にとなっているわけだ

から、その間に成果が出るためにはいろんなこ

とを考えないと、長いスパンの中じゃないわけ

で、とりあえずは１年なら１年がどうなるか

と、そういうことが本当にうまく流れるのかな

と。１と４を私から見たら、目的を達成するん

だったら、いろんな要件が上がってきたのを、

よし、これなら大丈夫と思えば、この要件には

まっていなくても、３人でも５人でも、仮に人

数が限られているとすれば、とりあえずそうい

うことでやろうとする人にはその事業に乗っけ

てやろうとかしてふやしていくというのもある

だろうと思うんです。最初から枠が決まってい

ると、相談を受けても、もうだめですねと言わ

れると、そこで引いてしまう。これを提案され

て、果たしてそれがいいのかどうかというのが

ちょっと疑問があったんです。皆さん方がこの

１年の中で成果を上げるのに、８億と５億とい

う結構大きい金額ですから、県内でそうやって

金が動くということは景気浮揚にもなってくる

だろうし、地域の経済活性化の面にも出てくる

わけですから、その辺の効果が上がるためには

どうするかということをもうちょっと検討して

ほしいと思うんですけれども、何かあります

か。

○渡邊商工観光労働部長 要は、雇用を生むと

いうこと、それが一番大事なわけですから、我

々としては、基金の国の要件というのがあるわ

けですけれども、それをクリアすれば柔軟に対

応していいと思っているんです。一応これはこ

ういう形で要件を定めていますけれども、先ほ

ど言いましたように、いろんな事業者といろん

な協議をしながら事業をつくっていく、その過

程で星原委員がおっしゃったような問題が出て

くるんだろうと思うんです。この事業は県下に

雇用を生むことが目的でございますので、これ
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が使われなきゃいけないわけですから、そうい

う対応は十分検討していく、柔軟な対応といい

ますか、そういう形でこの事業をやっていきた

い、そういうふうに思っています。

○星原委員 ぜひ、そういうふうな形でお願い

をいたしたいと思います。

次に、６ページなんですが、今回、トヨタの

関連の企業のところに県内から37の企業とか大

学とか行かれて商談会がなされたということな

んですが、そして来場者の意見のところにいろ

いろ出ていますね。こういうのを見ると、こう

いう厳しい時期ですから、宮崎の持っている技

術をいろんなところにどうＰＲしていくかで、

いい効果があったのかなと思うんです。要する

に、地場企業が従業員をふやすとか、あるいは

取引額がふえていくことで経営がうまくいくと

か、いろんなことがあると思うんです。今回は

トヨタですけれども、今後も、宮崎の持ってい

る技術なりいろんないい面を、出かけて行っ

て、企業誘致で企業を回って、来てくださいと

いうのもあるんでしょけれども、宮崎にはこれ

だけのものがありますよという形で、東京でも

大阪でもいろんなところへ行って、逆に宮崎で

できる仕事、関連のところを誘致してくる、そ

ういう効果もあるんじゃないかなと、この商談

会を考えたところなんですが、実際、工業支援

課として、一緒に行かれてどういった感じで受

けとめて帰ってみえているんですか。

○宮原委員長 ちょっと待ってください。その

他の報告事項に入っていますので、この部分に

ついての答弁はその他のところでいただきま

す。よろしいでしょうか。

○徳重委員 企業立地のことについてお尋ねし

てみたいと思います。31億6,775万6,000円とい

う減額補正ですが、これは一つも団地ができな

かったというか、申し込みがなかったというこ

とで理解していいんですか。

○山口企業立地推進局次長 これにつきまして

は、貸付金30億円というのがございます。市町

村が団地整備するのに用地取得あるいは造成費

ということで貸し付けをしますということなん

ですが、その要望がございませんでしたので、

それについては落とさせていただくというこ

と、あと別途いろいろ調査事業についても補助

をさせていただきますが、それについては、日

向市と都城市が立地環境調査あるいは調査測

量、そういったものの事業をやりますというこ

とで、その２市に対して調査事業の補助金を出

しております。それ以外のものを減額させてい

ただくということでございます。

○徳重委員 ここ何年間かは余りそういった団

地が造成されていないと思うんですけれども、

県内の各市町村が抱えているこういう団地とい

うのがかなりあるんじゃないかと思っています

が、そういった団地はどれぐらい残っているん

ですか。

○山口企業立地推進局次長 今、私どもが把握

している工業団地というのが86カ所ございま

す。そのうちに市町村と連携しまして売ってい

るのが19団地、面積で124ヘクタールございま

す。この中で、造成もすべて済んでおりまし

て、企業の要望があればすぐに引き渡しができ

る、そういった団地が13カ所、73ヘクタールご

ざいます。現在の団地の状況は以上でございま

す。

○徳重委員 いろいろ誘致企業、一生懸命頑

張っていらっしゃるんだけれども、私は思うん

ですが、座布団を敷いておかなければお客さん

は来んぞという論法が今までかなりあったと思

うんです。今はそうじゃないんじゃないかと。
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いろんな条件があって、企業そのものが必要な

場所というか、こういったところに来たいんだ

と、都城なら都城、宮崎なら宮崎、田野なら田

野というような形で、それぞれ来たいところが

あると思うんです。例えば、医療産業集積とい

うんですか、県北のほう、大分と宮崎のゾー

ン、本当に田舎ですね。田舎と言ったら失礼で

すが、中山間地域にああいう先進的な技術の工

場を持ってきたい、静かで、そして水がきれい

で環境がよくてと、そういったこともあるわけ

ですね。皆さんが団地をつくりなさいと言われ

ても、なかなかそれには乗ってくれないという

ことが多いんじゃないかなと思うんです。部

長、このことをどう思われますか。

○渡邊商工観光労働部長 今回のこの事業につ

いては、昨年の苦い経験があるわけです。今

おっしゃる表現で言えば、座布団があれば来た

わけです。それを逃がしたというのがありま

す。我々としましては、広域な工業団地という

のはどこでもいいというわけじゃないんです。

やっぱり物流とか労働力とか、いろんな側面か

ら見て、適地といいますか、そういうのがあれ

ば昨年のような苦い経験はなかったと。そうい

う視点からこういう事業を今年度から組み立て

たわけです。先ほど担当次長のほうで説明が漏

れていますけれども、今回、調査をやります。

調査費はやったわけです。その中でやりたいと

いうところがあれば、当然貸し付けの事業が出

てくるわけでございまして、これは単純に補正

減ということじゃなくて、次への事業含みとい

いますか、支援といいますか、これは貸し付け

という形での支援でございますけれども、そう

いうことを考えていると。それと、今できたと

ころについては、先ほど課長も説明しましたけ

れども、これはこれで、今これをどうするかと

いう話でございますけれども、市町村と一緒に

なってやるしかない。今後つくるとすれば、徳

重委員がおっしゃったような視点を十分踏まえ

ながら、かつ今の企業というのはスピード感を

求められますので、やろうとしても時間がか

かったら行かないというところがありますの

で、今回の昭和シェルなんかが国富のあそこに

来ましたのは、既に工場があった、さっと入れ

てすぐ生産体制に移れる、そういう利点だろう

と思うんです。おっしゃるように、いろんな意

見があるかもしれませんけれども、我々として

は、今回の広域団地の整備につきましては、そ

ういう考えからやっているということでござい

ます。いたずらに箇所をふやそうとか、そうい

う話ではありません。

○徳重委員 最後にしたいと思いますが、私は

いつも考えているんですけれども、雇用の創

出、あるいは時間を縮めてすぐ事業が行えると

いうことになると、今の地場企業の増築増設あ

るいは拡大というような形を誘致企業並みに

扱っていくということが一つの方法じゃないか

と。これなら即戦力、そして即雇用ということ

が可能だと思うんです。そしてまた、地元の人

を即雇用できる。ここ辺をもう少し重点的に応

援していく、地場企業の育成ということを今ま

でに倍して支援していくならば、雇用の拡大と

いうのは早くできるというか、即結果が出てく

ると思うんですが、そういった考え方はないん

ですか。

○渡邊商工観光労働部長 きのうまでの本会議

でもいろいろ御質問がありまして、雇用の安定

的な確保ということになりますと、地場企業が

事業を拡大していただく、あるいは生産拡大し

ていただく、やっぱりこれが一番だろうと思う

んです。そういう視点で、今回、食品産業関係
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の新規事業がありました。地場企業で最も元気

のいいのは食品産業でございます。これは非常

に大きなシェアを占めております。そういうと

ころに力点を置いた支援をやろうということで

す。それから、企業誘致補助金につきまして

も、地場の企業の事業拡大に対しても支援対象

にしているわけでございまして、おっしゃるよ

うに企業誘致はもちろん頑張りますけれども、

地場企業を確かなものにしていくと。経営が不

安定になったり、あるいは閉鎖されるとか、そ

ういう側面ではこれは全く何にもならないわけ

で、一方で企業誘致しても、そういうところが

あればマイナスになるわけでございますので、

そういう面での地場産業育成といいますか、地

場企業への支援といいますか、来年度事業につ

きましては、とりあえず食品産業からそういう

事業を始めていきますので、そういう視点で我

々も事業を考えているところでございます。

○太田委員 また資料に戻らせてもらいます

が、３ページ、４ページの債務負担行為による

中山間地域、それから新規学卒者の雇用の事業

でありますが、特に新規学卒者の雇用創出・人

材育成事業、これは緊急に取り組まれたので、

事業所への説明会も既にやっておられるわけで

すが、４月１日からこういったものが雇用され

ていけば一番いいんですが、特に学卒者の場

合、県の採択が必要ですから、例えば５月１日

という事業があったりとか、６月１日からとい

う事業もあり得ることになるんですか。すべて

を４月１日に焦点を合わせてやろうとされ、ま

たそれができるのかどうか、いかがなんでしょ

うか。

○篠田地域雇用対策室長 今、委員がおっ

しゃったように、３月に卒業されますので、新

年度になってなるべく早い時期にそういった方

々の雇用の場ができるように、準備を進めてい

きたいと考えております。

○太田委員 そういう意気込みで取り組んであ

げないといけないなと思っているんですが、事

業によっては、特に新規学卒者のほうについて

は、やむを得ず５月１日ということもあり得る

というふうに見ておいていいんですか。県の採

択のぐあいによっては、４月１日が望ましいん

だけれども、ずれ込むものもあると考えておい

ていいんですか。

○篠田地域雇用対策室長 なるべく４月中には

事業に取り組めるような形でいろいろ準備を進

めていきたいと考えております。

○太田委員 わかりました。４月１日からとい

うことで頑張っていただきたいと思います。

もう一つは、歳出予算説明資料の225ページ、

商業支援課でありますが、県産品販路拡大推進

事業費、先ほど説明で、特に説明の２、5,000万

円近く物産振興センターのほうから補助金の辞

退があったということなんですが、辞退という

のは、いろんな事業に取り組みたいと思ってい

たが、かなわなかったという意味でとらえてい

いんですか。辞退という意味はどういう意味な

のかなと思って、補助金がもらえるのに辞退し

たのか、もしくは、やろうとした計画がどうし

てもできなくて申請しなかったという意味なの

か、辞退の意味がちょっとわかりませんでし

た。

○吉田商業支援課長 県ではこれまで、物産館

等の運営について補助金を出してきたところな

んですけれども、宮崎ブームが起こりまして、

売り上げが非常にいいということで、物産セン

ターの収益が改善してきたものですから、段階

的に、18年、19年、20年と補助金は減らしてき

たんですけれども、まだまだ引き続き売り上げ
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がいいものですから、累積金がたまってきまし

て、今、２億9,000万円ほどあるものですから、

もう補助金は要らないということでセンターで

判断していただいて、辞退の申し出があったと

いうところでございます。

○太田委員 以前そんな説明もあったかなと思

いましたが、いい方向に解釈する辞退なんです

ね。わかりました。頑張ってください。

○坂口委員 229ページの中小企業金融対策費で

す。それぞれ減額になっているんですけれど

も、こういう事業を通して、ちょっと心配して

いるのが、今の国の財源不足から臨時財政対策

債をどんどんふやしてきていますね。ことし200

億台か、300億台か、数字がちょっと記憶にない

んですが、結局、地方債で地域の銀行での発行

になっていくと思うんです。何百億というのが

何年間か続いたら、融資の原資に対してかなり

圧迫してくるんじゃないか。そういうところで

今の借り入れ申し込みに対しての融資原資の供

給状況は潤沢なのかどうなのか。臨財債を今後

発行し続けるところで、経済基盤の脆弱な地方

に起債の責任持たせて、銀行としても筆頭銀行

がなかなか大変なような状況の中で大丈夫かな

という気がするんですが、そこらの影響という

のはまだ心配はないですか。

○安田経営金融課長 直接、起債等の影響につ

いてはちょっと答えられないんですが、地元銀

行を含めて、地元の資金需要についてはまだま

だしっかりとこたえていきたいと。特に昨年の

円滑化法等もありまして、こたえていきたい

と。ただ、ここにありますように、前回から御

説明していますように、例えばセーフティネッ

トを含めて、制度融資とか、その辺の需要が高

まっていることと、もう一つ言いますと、逆に

実は設備関係の資金需要というのが少なくて、

今、地元の金融機関に来ていますのは、以前借

りていた融資について期限を延ばすとか、そう

いった条件変更が中心でありまして、委員が言

われたような問題というのは顕在化していない

のかなというふうに思っております。

○坂口委員 今、資金のニーズというか、一

番、底の事態だと思うんです。今回これだけの

景気対策、雇用対策を徹底してやっていって、

これが効果が出なけりゃまた大きい問題だけれ

ども、効果が出ると、何年かおくれに資金需要

というのが必ず出てくると思うんです。そのと

きにこれだけ県債を発行していると―随分前

の記憶だけれども、具体的には宮銀とか相銀と

か労金とか、宮崎での起債の受け入れ先という

のはそこらぐらいだったですね。そこらが設備

投資のための融資というのはほとんど持ってい

ると思うんです。労金は生活関連で、こういう

のに対応できる地元の銀行というのは２つか３

つだと思うんです。そこに一番しわ寄せが来た

ころにようやく設備投資の時期がやってくると

いうことで、このまま臨財債は本当にいいのか

なという気がするんです。ここらもしっかり見

据えて、的確に国と分析していく必要があるん

じゃないかなということで、毎年何百億という

割り引きは、かなり窮屈になってくると思うん

です。これは今の時点ではわからんことですけ

れども、ぜひそこのところを気をつけていただ

くようにお願いしておきます。

もう一点いいですか。貸金業関係ですけれど

も、減額を見ていると、相談件数が減ってきて

いるのかなと、立ち入りの必要性もなくなって

きているのかなと思うんですけれども、一方で

は、これだけ生活がきつくなれば、むしろここ

は膨れ上がるのかなと思ったけれども、意外

だったものですから、これだけいろんな法改正
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とかグレーゾーン問題とかがあっていて、紳士

的になってきているという理解でいいんです

か。

○安田経営金融課長 貸金業、いわゆる多重債

務等の相談については、今おっしゃったよう

に、私どもの相談所の相談件数がかなり減って

きています。ただ、これは一つには、私どもも

こういう相談所を持っておりますけれども、例

えば弁護士会でありますとか、司法書士会であ

りますとか、いろんな専門機関も積極的に相談

に答えていただいているということもありまし

て、全体としては問題が改善しているというよ

りも、それぞれの機関でしっかりとした対応を

していかなくちゃいけないのかなというふうに

思っています。一方で、委員御指摘の法律の改

正もありまして、貸金業の業者自体の数がかな

り減ってきていますので、立ち入り等の事務費

の減額というのはそういったこともございま

す。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○星原委員 223ページですけれども、商業支援

課の中小商業活性化事業費ということで、当初

予算で2,500万円余が700万円余の減額補正に

なってきているわけです。地域で商売されてい

る商店や商店街の活性化のための事業がこれだ

け使われないということは、地域の商店街が力

がなくなってきているととっていいのか。ある

いは、事業と合わなくてそういう減額になって

きたのか。地域の商店街が元気を出すためには

どういう形でやっていくかということがあると

思うんですが、こうやって減額が、約３分の

１、４分の１ぐらいの数字になってくると、我

々の地域で見ていれば、かなり商店街の力が落

ちてきているイメージがあるので、そういうこ

ととあわせて、こういう形の事業も使われない

感じになってきているのかなというふうに感じ

たものですから、この辺はどういうふうにとら

えたらいいんですか。

○吉田商業支援課長 国が直接、商店街に支援

する事業が今までよりもふえてきた部分がある

んです。その部分は、補助費が県だと２分の１

ずつ、市町村、商店街や商店主の負担があるん

ですけれども、その負担が少ない部分の事業な

んかもあるものですから、これがちょっと響い

てこういうふうに減ってきているのかなという

ことが一つ考えられると思います。

○星原委員 疲弊して今後ますます落ち込むと

いうことじゃなくて、いろんな事業を使って

やっているので、県のこの事業については使わ

れなかったというふうにとらえていいですね。

○吉田商業支援課長 そうは一概に言えなく

て、やはり件数自体としては減ってきています

し、申請をしてくる件数も減ってきているとい

う状況は確かにあると思います。

○星原委員 わかりました。もう一点教えてく

ださい。232ページの小規模企業者等設備導入事

業助成費、貸付事業ということで３億円余の減

額ということになって、12億ぐらいの予算の中

で３億もということは、こちらも中小企業がい

ろんな設備に力を入れる、あるいは将来性とか

そういうのを見込んでなかなかそこまで踏み切

れない現状というふうにとらえていいのか。20

年度の予算は９億円余だから、21年度は３億ぐ

らい乗せた分が使われなかったというふうにと

らえていいのかなと。

○安田経営金融課長 今見ていただいています

資料の（１）の高度化資金貸付金、これも１億

円余の減額なんですが、例えばこれでいいます

と、当初２件ほど投資したいという御相談がご

ざいました。こういった厳しい経済情勢だもの
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ですから、１件につきましては、借り入れでは

なくて自己資金で何とかやりますというお話、

もう１件については、当初の計画を大幅に縮小

してということであります。全体としてお話し

すると、非常に経済状況が厳しい中で、事業者

の方が大きな借り入れをして積極的に前向きに

取り組む、そういった時期じゃないという御判

断をされているのかなというふうに私どもとし

ては考えているところです。

○星原委員 わかりました。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

次に、その他の報告事項についての質疑を受け

ますが、先ほど星原委員のほうからありました

工業支援課長の答弁のところからいただけます

か。

○森工業支援課長 委員会資料の６ページの宮

崎県新技術・新工法展示商談会の件でございま

すけれども、私どもこういうふうな商談会につ

きましては初めてでございます。これまでは、

単に部品の見積もりをどうだとか、そういった

ような商談会が多かったんです。私どもも非常

に参考になったんですけれども、委員がおっ

しゃったように、この意見に書いてございます

ように、宮崎県内にも埋もれたいい技術がある

というのを知ったということがございますし、

大手の、世界のトヨタと言われる企業ですけれ

ども、そういったところも地方のこういった技

術に目を向けてくれるんだなと、非常に感心し

たということでございます。今回のこういうふ

うな経験を踏まえまして、今後につきまして

は、宮崎県の埋もれた新技術なり、そういうも

のをもっとＰＲできるような場を多く設けてい

きたいというふうに思っているところでござい

ます。

○星原委員 今、課長言われたように、埋もれ

た部分があるということですね。企業誘致もも

ちろん大事ですが、地元の地場企業の育成とい

う面からも、持っている技術を大いにＰＲしな

がら、逆に言えば、大手の企業を誘致すること

にもなるし、また売り込んでいく部分と、両方

あると思うんです。皆さん方が、県内のどれだ

けの能力を持った企業とか、すべていろんな分

野別に調査をしていただいて、企業誘致で行く

場合にも、そういう調査されたものが、宮崎に

は下請にこういう企業もありますよとか、こう

いう分野の能力を持った会社もこれだけありま

すよとか、いろんな企業誘致の対応にも使える

だろうと思うんです。今ある県内の底力という

か、宮崎のそういったものを掘り起こせば、か

なり新たな形で取引が広がっていくんじゃない

かなという面から、工業関係だけじゃなく、い

ろんな分野にあると思うんですが、そういった

ものを最低、資料として、材料として持ってお

くべきじゃないかなと、この報告を見てそうい

うふうに感じましたので、ぜひそういう面でも

力を入れてもらうとありがたいなというふうに

思います。

○渡邊商工観光労働部長 星原委員がおっ

しゃった、まさにそのとおりでございまして、

この間、食と農の商談会もやりました。これは

工業技術でございますけれども、食料品とか食

品加工品、こういうものも積極ＰＲしないと

―この間の食と農の商談会についてはシーガ

イアのコンベンションホールでやったんです

が、物すごいバイヤーが来ました。我々も見ま

して、こんな商品があるのかということで、我

々自身も勉強になりました。したがって、我々

としてはそういう技術、星原委員がおっしゃい
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ました工業技術あるいは食品、どういうものが

あるのか、そのあたりをちゃんとデータを持っ

ていて、そしてこういう商談会に積極的に挑戦

していく、あるいはＰＲしていく、展示してい

く、こういう取り組みを強化しなきゃいけない

と。我々としましては、工業、商業、一緒に

なってやろうかというふうに今思っていますの

で、この取り組みはぜひ進めていきたいという

ふうに思っています。

○星原委員 一企業ではなかなか売り込みとか

いろいろできないと思うんです。バックに県と

かそういうところがあって臨むと、相手方もま

た信用とかいろんなものが出てきます。そうい

う面からも、今言われたような形で、今後、い

ろんなデータをいっぱい集めて、今こういう厳

しい時期ですから、逆に地場でとれるものと

か、地場の技術とか、そういったものを大いに

売り込んで勝負していく、それしかないんじゃ

ないかというふうに思いますので、ぜひよろし

くお願いいたします。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。

○野辺委員 都井岬観光ホテルの閉館ですが、

実に残念なことであります。御案内のとおり、

平成３年は47万人ぐらいの入り込み観光客がい

たのが、３分の１ぐらいになっているというこ

とで、県のほうもいろいろと努力いただいて、

国道448号についても恋ヶ浦のトンネルや名谷の

トンネル等もつい先日開通したばかりでありま

して、今からと思っていたやさきにこういうこ

とになって、大変残念であるわけであります。

このことについては、串間市でも第三セクで６

年余り運営してきて、うまくいかなくて、今回

のケイズコーポレーションに引き継いでいただ

いたという経緯があって、その間にも県のほう

のいろんな、固定資産・不動産取得税減免等に

も力を注いでいただいたわけでありますが、要

は、社長さんのコメントにありましたように、

引き継いでくれる人を探していくということで

ありますが、そうおいそれと見つかるはずはな

いと思っておるわけであります。長いこと閉館

の状態を続けたらなおさら開館することは難し

い。したがって、形を変えてでも当面の間、１

年間ぐらい何かの形で運営をしながら、その間

にそういう企業を探していくというのが一番い

いのかなということを考えるわけであります。

そういうことで市のほうからもいろいろと要望

が来ていると思うのでありますが、今、まだ情

報収集しなくてはならない問題もあると思いま

すが、市のほうからどういう要望が現時点で上

がっているんでしょうか。

○後沢観光推進課長 今、市のほうからは、市

も情報収集中なので、市がどういう方針で対応

していくかということはまだ不透明だというこ

とですけれども、こういう制度を使ってどうい

う支援をしてくれとかという具体的な話が先方

から寄せられているという状態ではまだないで

すけれども、県のほうにも応援してほしいとい

うようなことを聞いております。我々のほう

も、委員おっしゃったように、あそこに施設が

あるということがやっぱり大事だと思っており

ますので、社長が後継の運営・経営者を探すと

いっても、すぐさま見つかるということではな

いと思いますので、その間だけでも、例えば緊

急雇用の事業を活用して何かできないかとかい

うことを串間市にも投げかけたりしながら、協

議を始めているところです。

○野辺委員 そこで、例えば、たまたまきょう

提案のあります、当初予算に出るわけですが、

中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事業、こ
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れらを活用して当面の間、運営することはでき

るんじゃないかなという考えに立つんです。と

いいますのは、商工会議所や観光協会、あるい

は旅館組合というのもありますので、そういう

形の中でこの事業を活用して、いろんな形があ

ると思いますけれども、当面運営することも不

可能ではないなという気がするんですが、その

辺について、市からのいろんな要望にこたえて

いきながらのことですけれども、活用すること

については可能ですか。

○古賀商工政策課長 工夫は必要でしょうけれ

ども、可能だと思います。ただ、串間市自体に

基金が積んでありまして、基金そのものに結構

余りがあるというふうに伺っています。これに

ついては先ほど観光推進課長がお答えしました

けれども、そういったものも活用する方法もあ

るということでのサジェスチョンはしていると

いうことです。

○野辺委員 ちょっと待ってください。基金が

あるというのは、どういう基金ということなん

でしょうか。

○篠田地域雇用対策室長 緊急雇用創出事業の

市町村事業の中で、３年の中で各市町村ごとに

割り当てをしましたので、その枠内で可能では

ないか、検討していただければということでご

ざいます。

○野辺委員 わかりました。いずれにしても、

長いこと閉館の状態を続けるということは後が

非常に問題であるし、ここに出ていますが、民

宿があるんですけれども、核となる宿泊施設が

ないわけですから、これは串間市独自でも限界

があると思いますので、ぜひひとつ県の力をか

していただきたいと思うわけでありますし、ど

ういう形で運営ができるか別として、今後につ

いて、新たな企業をいろいろ探すということに

ついても県等の力をおかりしたいと思います。

時代の趨勢からしてちょっとおかしいかもしれ

ませんが、先ほど井上委員からも出ましたよう

に、県内にも高千穂とえびのに県営の国民宿舎

があるわけでありますから、これは土地が595

万、建物が100万という形で譲渡されていますの

で、固定資産の評価も477万とか、ずっと落とし

てあるみたいですので、土地も広大な土地があ

るわけですから、一回できればそういうことも

検討していただきたいと思うんです。可能かど

うかは別として、引き取っていただいて、県の

力で指定管理者等を探すというのも一つのまた

考えではないかと。フラワーフェスタも、会場

に都井岬は入っていないんです。いろんな形で

県がもうちょっと目を向けていただいて、今

後、前向きにこの問題を早く解決できるように

お願いしたいんですが、部長、どうでしょう

か。

○渡邊商工観光労働部長 今回の閉館は、あの

場所というのは、もしあそこが放置されまして

閉館の状態だと、全く景観上よくない。絶対こ

れだけは何らかの形で再開、あるいは違った形

での運営とか、いろんなことを模索しなきゃい

けないと我々としても思っています。先ほど観

光地総点検の話をしましたが、都井岬もやって

いるんです。そういうやさきにこういう問題が

起きたものですから、我々も非常にショックを

受けていまして、実は、みやざきアピール課の

事業でも、御崎神社周辺の手すりを修理した

り、いわゆる観光地の磨き上げということでそ

ういう事業もことしやっているんです。そうい

うときのこの閉館だものですから、我々として

も何か手を打っていかなきゃいけない。今から

連休や、また行楽シーズンが来るんです。こう

いう状況のもとで、あれがそのままというのは
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やっぱりよくないと思っています。中山間地域

新産業・雇用創出事業とか、あるいは先ほど言

いましたように串間市も同じ基金を持っている

んです。県の基金と串間の基金と一緒になって

事業を構築するとか、いろんなことを考えてい

きたいと思います。これは絶対やらなきゃいけ

ない。先ほど言いましたように、観光客そのも

のが、入り込みが３分の１になっているんで

す。あそこは、本県全体の観光から見ても全国

にアピールできるものなんです。そういう視点

からも、我々はオーシャンドームの利活用も

やっていますけれども、当然、都井岬のホテル

の利活用もやらなきゃいけない、そういう考え

方で今後検討していきます。

○野辺委員 ぜひお願いいたします。

○太田委員 資料の10ページのアンテナショッ

プの関係なんですが、先ほど説明された、利益

が出てみずから補助金を返還されたという団体

のことではあると思うんですが、４月下旬にオ

ープンということでありますが、この費用、ラ

ンニングコストとか初期投資あたり、どのくら

いかかったのかなと思いまして……。

○吉田商業支援課長 まだ契約をやろうという

段階でして、詳しい数字は出ていないんです

が、収入として1,100万ぐらいあるのかなと、支

出として1,700万ぐらいあるのかなということ

で、最初は600万ぐらい赤字が出るのかなと、そ

ういうことは、今のところ大まかですが、考え

ております。

○太田委員 わかりました。14ページのフラワ

ーフェスタなんですが、オープンガーデンの参

加者がふえたというふうに書いてありますけれ

ども、これは個人の庭をオープンガーデンとし

てということで、全部で企業の敷地も含める

と47ほどあるということですけれども、パンフ

レットにはそういった記述が、どこの場所と

か、どこの個人の家というのが書いていないわ

けですが、興味のある方は多いと思うんです。

その辺の周知の仕方というか、県民にこういう

ところですよというのはどういうふうな広報を

するんですか。

○甲斐みやざきアピール課長 これは去年の分

なんですけれども、最終的には、こういったす

べての会場を紹介したパンフレットをつくりま

して、この中にすべて、個人の方のオープンガ

ーデンも全部、簡単な地図もつけまして紹介し

ております。

先ほど出ました都井岬につきましては、主要

会場には入っていないんですけれども、県南の

観光施設の中には参加していただいておりま

す。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

その他何かありませんか。

○野辺委員 総務部かもしれませんけれども、

関係がありますので、お尋ねします。先般出て

おりましたＪＲ宮崎駅西口拠点整備事業、これ

は非常に期待を持っておるんですが、この中に

県有地がかなりあったと思うんですが、これは

貸し付けなのか、賃借でされているのか、わか

りますか。

○渡邊商工観光労働部長 あそこは市有地と県

有地がありまして、今度の計画は市有地の分に

建てまして、県有地のところは立体駐車場等を

計画しているようでございますが、基本的には

賃借でございます。これは県民政策部のほうで

やっているんですけれども、売却ということで

はなくて、賃借、貸すという形でやるというふ

うに聞いております。
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○野辺委員 その駐車場については、賃借で契

約したというわけではないんでしょうか。

○渡邊商工観光労働部長 契約といいますと…

…。

○野辺委員 幾らでとか、面積とか、それはわ

かりませんでしょうか。

○渡邊商工観光労働部長 手元に細かい資料が

ありませんが、賃借料が幾らとか、これは基本

的には県民政策部の総合政策課でやっています

ので。

○野辺委員 以前だれかに聞かれたので、面積

とか賃借料によっては議会の同意が必要だとか

いうのがあるものですから、ちょっと聞いてほ

しいというのもあったものですから、できれば

後ほどでもまた資料をいただくということで…

…。

○渡邊商工観光労働部長 県民政策部につなぎ

まして、野辺委員のほうに御説明に行くように

連絡したいと思います。

○宮原委員長 よろしくお願いします。

ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上をもって、商工観光労働部を終了いたしま

す。執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時51分休憩

午後１時58分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました補正関連議案等の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○山田県土整備部長 県土整備部でございま

す。商工建設常任委員会の皆様方には、日ごろ

より県土整備行政の推進につきまして、特別な

御指導、御協力をいただいております。厚く御

礼を申し上げます。

御説明に入らせていただきます前に、一言御

報告を申し上げます。このたび、公共工事にお

ける経済・雇用緊急対策を打ち出させていただ

きました。依然として厳しい経営環境にありま

す建設産業のさらなる支援を行うために、当委

員会や関係団体の御意見なども踏まえまして、

建設工事の最低制限価格の見直しなどを行うも

のでありますが、詳細につきましては、後ほど

担当課長から説明をさせます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、その

概要を御説明いたします。お手元にお配りして

おります商工建設常任委員会資料をごらんいた

だきたいと存じます。

表紙をめくっていただきますと、目次がござ

います。まず、管理課から、県土整備部の２月

補正予算概要等につきまして御説明を申し上げ

ます。次に、各課・局ごとの補正予算案につき

ましては、お手元に配付されております歳出予

算説明資料によって順番に御説明を申し上げま

す。

次に、補正予算案以外の議案及び報告事項で

あります。管理課のほうから、宮崎県行政機関

設置条例の一部を改正する条例につきまして、

御説明申し上げます。また、先ほど申し上げま

した公共事業における経済・雇用緊急対策につ

いて御報告を申し上げます。次に、道路建設課

から、工事請負契約の締結につきまして、御説

明を申し上げます。次に、道路保全課から、道

路の管理瑕疵に係る損害賠償額の決定を専決処

分で行ったことにつきまして、御報告申し上げ
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ます。続きまして、都市計画課から、工事請負

契約の締結につきまして、御説明申し上げま

す。次に、建築住宅課から、目次には載せてお

りませんけれども、補正予算関連ということ

で、県営住宅における家賃算定誤りについて御

説明申し上げます。このことにつきましては、

９月議会で中間報告をさせていただいたところ

でありますけれども、このたび、すべての団地

の調査結果がまとまりましたので、その内容に

ついて御報告を申し上げます。県議会を初め県

民の皆様に大変御迷惑をおかけしましたことを

心よりおわび申し上げます。建築住宅課関係

は、県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解

及び調停の専決処分を行ったことにつきまし

て、御報告申し上げます。最後に、高速道対策

局から、県有車両による交通事故に係る損害賠

償額の決定を専決処分で行ったことにつきまし

て、御報告を申し上げます。

以上でありますが、詳細につきましては、そ

れぞれ担当課長、局長から説明させますので、

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○成合管理課長 管理課でございます。

まず、議会提出資料について御説明いたしま

す。各課が本日の委員会で説明に使用いたしま

す資料は、１つ目が平成22年２月定例県議会提

出議案（21年度補正分）でございます。２つ目

が、平成21年度２月補正歳出予算説明資料、３

つ目が平成22年２月定例県議会提出報告書の３

つでございますが、提出議案及び報告書につき

ましては、県土整備部関係分だけを抜粋しまし

て、お手元の常任委員会資料にまとめておりま

すので、この委員会資料で説明させていただき

ます。なお、補正予算の主な内容等につきまし

ては、歳出予算説明資料で御説明いたします。

よろしくお願いいたします。

それでは、委員会資料の１ページをお開きく

ださい。県土整備部の２月補正予算の概要につ

いて御説明いたします。今回の補正は、国庫補

助事業や災害復旧事業等の事業費の確定等に伴

うものでございます。この表は、今回の補正額

及び補正後の額などを一覧表にして取りまとめ

ております県土整備部の総括表でございます。

一般会計と特別会計を合わせた今回の補正額

は、51億7,313万4,000円の減額でございます。

補正後の予算は959億9,231万2,000円、前年度同

期比で112.9％となっております。

次に、２ページをごらんください。補助公共

事業でございます。事業ごとの補正額は記載の

とおりでございますが、国庫補助決定に伴い、

合計で7,232万4,000円の増額となります。

次に、３ページをお開きください。地方道路

交付金事業につきましては、今回、国の追加決

定に伴いまして、22億2,000万円の増額をお願い

しております。続きまして、県単公共事業につ

きましては、先般の国の第２次補正による地域

活性化・きめ細かな臨時交付金の活用などによ

りまして、22億4,036万9,000円の増額をお願い

しております。

次に、４ページをごらんください。直轄事業

負担金でございますが、国が直轄で行います道

路あるいは河川の事業費の所要見込みとして１

億4,539万7,000円の減額でございます。

次に、５ページをお開きください。災害復旧

事業でございますが、国の査定決定によりまし

て、80億2,074万5,000円の減額となっておりま

す。

次に、６ページをごらんください。一般会計

の繰越明許費補正でございます。追加分とし

て28事業34億7,350万1,000円と、変更分といた

しまして、11月議会までに御承認いただいてお
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ります30事業のうち24事業につきまして、120

億1,340万1,000円の増額をお願いするものでご

ざいます。今回お願いしております一般会計の

繰越明許費は、追加と変更分を合わせまし

て、154億8,690万2,000円となります。この結

果、平成22年度へ繰り越します一般会計の繰越

明許費は、11月議会までの承認額に今回の２月

議会申請分を合わせまして、58事業383億3,674

万4,000円となります。繰り越しの主な理由でご

ざいますが、用地交渉あるいは工法検討に日時

を要したこと等によるものでございます。

次に、７ページをお開きください。７ページ

から10ページにかけまして、先ほど御説明いた

しました繰り越しに係る事業ごとの内訳を掲げ

ております。

11ページをお開きいただきたいと思います。

公共用地取得事業特別会計の繰越明許費でござ

います。公共用地取得事業で7,344万6,000円を

お願いしております。繰り越しの理由は、移転

先選定等に日時を要したことによるものでござ

います。

次に、13ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の繰越明許費でございます。14ペ

ージのとおり、油津港湾整備事業で２億円を繰

り越しでお願いするものでございます。この繰

り越しの理由は、工法の検討に日時を要したこ

とによるものでございます。

続きまして、管理課の補正予算について御説

明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

スの管理課のところ、325ページをお開きいただ

きたいと思います。当課の補正予算額は６

億3,192万7,000円の減額をお願いしておりま

す。補正後の予算額は17億6,019万2,000円とな

ります。

以下、主なものを御説明いたします。327ペー

ジをお開きください。まず、（事項）職員費で

ございます。執行残に伴いまして、５億9,737

万4,000円の減額をお願いしております。

次の（事項）土木事務所等管理費でございま

す。執行残等に伴いまして、525万7,000円の減

額をお願いするものでございます。これは主

に、昨年６月及び９月の補正予算で執行いたし

ました土木事務所等の公用車更新、地上デジタ

ル化に対する経費の入札残等によるものでござ

います。

次の（事項）公共事業支援統合情報システム

構築事業費でございますが、同じく執行残に伴

いまして、1,621万6,000円の減額をお願いする

ものでございます。これは、電子入札システム

で使用するサーバー機器の更新時期を変更した

ことなどによりまして、減額をお願いするもの

でございます。

次の328ページをお開きください。（事項）建

設工事統計調査費でございます。建設工事統計

調査費につきましては、国庫委託金の確定に伴

いまして、42万3,000円の減額をお願いするもの

でございます。

次の（事項）建設業指導費につきましては、

執行残に伴いまして、1,252万6,000円の減額で

ございます。

以上が管理課の補正予算でございます。

委員会資料の15ページに戻っていただきたい

と思います。提出議案の御説明をいたします。

議案第46号「宮崎県行政機関設置条例の一部

を改正する条例」について、県土整備部関係分

を御説明いたします。まず、１の改正理由でご

ざいますが、３月23日に予定されております宮

崎市及び清武町の合併に伴いまして、宮崎土木

事務所の所管区域が変更になることから、条例
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の一部改正をお願いするものでございます。２

の改正の内容ですが、宮崎土木事務所の所管区

域に係る規定中、「宮崎郡」を削除することと

しております。３の施行期日は合併期日の平

成22年３月23日となっております。

次に、18ページをお願いしたいと思います。

その他の報告事項を御説明いたします。

公共事業における経済・雇用緊急対策につい

て御報告いたします。経済・雇用緊急対策につ

きましては、昨年４月から、最低制限価格の引

き上げを含め、さまざまな対策を実施している

ところでございます。建設産業におきまして

は、依然として本県の倒産件数の半数を占め

る、あるいは国において公共事業関係費が大幅

な削減方向にあるなど、建設産業を取り巻く経

営環境は今後一段と厳しい状況に陥ることが懸

念されているところでございます。このため、

建設産業のさらなる支援を行うこととし、現在

実施しております対策を継続するとともに、今

回新たな対策を加えまして、少しでも早く対応

すべきということから、３月からこの対策を実

施することといたしております。

その内容を御説明いたします。まず、Ⅰの１

の建設工事の最低制限価格の見直しについてで

あります。より一層の建設業の健全な発展、あ

るいは工事の品質確保を図るため、今年度の対

策―昨年４月から予定価格のおおむね85～90

％―の見直しを行ったところでございますけ

れども、これを予定価格のおおむね90％とする

こととし、引き続きランダム加算値を用いた最

低制限価格とすることといたしております。あ

わせまして、２の建設関連業務の最低制限価格

につきましても、同様に見直しを行いまして、

おおむね80～85％と見直し、引き続きランダム

加算値を用いた最低制限価格とすることとして

おります。

次に、19ページをごらんいただきます。３の

執行段階での取り組みでございます。現在、実

施しております（１）の入札手続の短縮等によ

る早期発注、あるいは（２）の受注機会の確保

など、（１）から（４）の取り組みにつきまし

て、発注の状況や地域の実情等に応じまして、

引き続き取り組むこととしております。

次に、４の新たな取り組みといたしまして、

受注がない上位等級の企業が参加できる混合入

札についてでございます。これは、県工事の受

注が１件もないものが参加できる混合入札を年

度の第４・四半期に限り状況に応じて実施でき

るというものでございまして、受注のない企業

の受注機会の拡大を図る取り組みでございま

す。この取り組みによりまして、受注のない企

業にとりまして、同じランクの業者との比較に

おきまして入札参加機会がふえるという、受注

のない企業への受注機会の拡大として取り組む

ものでございます。なお、この取り組みにつき

ましては、20ページに参考資料をつけておりま

すので、後ほどごらんいただきたいと存じま

す。

Ⅱの実施期間でございますが、本年３月から

適用し、来年３月まで実施することとしており

ます。なお、平成23年４月以降の対応につきま

しては、今後の経済・雇用情勢等の状況を踏ま

えた上で判断していくこととしております。な

お、４の受注がない上位等級の混合入札につき

ましては、今年度が３月のみの１カ月という対

応期間になることから、22年４月及び５月に公

告するものについてもあわせて適用することと

しております。

県土整備部補正予算の概要と管理課の説明に

つきましては、以上でございます。
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○服部用地対策課長 用地対策課であります。

当課の補正予算について御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の329ページをお開

きいただきたいと思います。当課の補正予算額

は、一般会計で3,305万8,000円の減額、公共用

地取得事業特別会計で１億2,058万円の減額をお

願いしております。補正後の予算額は、一般会

計で８億5,964万5,000円、公共用地取得事業特

別会計で14億6,871万3,000円、合わせまして23

億2,835万8,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。331ペー

ジをお開きください。一般会計であります。ま

ず、（事項）収用委員会費であります。これ

は、収用委員会の運営に要する経費であります

が、土地や物件の鑑定料等の執行残によりまし

て、2,593万7,000円を減額するものでありま

す。

次に、（事項）用地対策費であります。これ

は、用地対策の推進に要する経費であります

が、未登記処理のための登記事務委託料等の執

行残によりまして、525万7,000円を減額するも

のであります。

次に、333ページをお開きいただきたいと思い

ます。公共用地取得事業特別会計であります。

（事項）公共用地取得事業費でありますが、こ

れは公共事業に必要な用地を先行取得するため

の経費でありまして、事業費の執行残と一般会

計への繰出金の差額であります１億2,058万円を

減額するものであります。

用地対策課は以上でございます。

○岡田技術企画課長 技術企画課であります。

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の335ページをお開

きください。当課の補正予算額は323万5,000円

の増額をお願いしております。補正後の予算額

は３億5,305万7,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。337ペー

ジをお開きください。まず、（事項）職員費で

ございます。所要見込み額の増に伴い、978万円

の増額であります。

次に、（事項）土木工事積算管理検査対策費

でありますが、執行残等に伴い、610万2,000円

の減額であります。

次の（事項）公共事業評価委員会費及びコス

ト縮減対策促進事業費は、ともに執行残に伴い

減額するものであります。

技術企画課につきましては、以上でありま

す。

○濱田道路建設課長 道路建設課でございま

す。

引き続きまして、歳出予算説明資料の339ペー

ジをごらんください。道路建設課の補正予算

は27億1,287万6,000円の増額をお願いしており

ます。補正後の予算額は304億9,093万8,000円と

なります。

以下、主なものについて御説明いたしま

す。341ページをお開きください。まず、（事

項）直轄道路事業負担金であります。これは、

国道10号など国の直轄事業に対する県の負担金

でございますが、直轄事業費の所要見込み増に

伴いまして、２億945万8,000円の増額をお願い

しております。

次に、（事項）地方道路交付金事業費であり

ますが、これは、地域活力基盤創造交付金の追

加配分決定に伴うものでございまして、一般国

道及び地方道を合わせまして、20億1,000万円の

増額をお願いしております。

342ページをごらんください。（事項）県単特

殊改良費であります。これは、国の第２次補正

による地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活
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用した補正でございまして、５億5,000万円の増

額をお願いしております。

補正予算につきましては、以上でございます

が、続きまして、委員会資料の21ページをお開

きください。議案第59号「工事請負契約の締結

について」御説明いたします。

一般国道219号地域連携推進事業（横野工区）

のトンネル工事の請負契約の締結についてであ

ります。位置図がありますが、延長3,200メータ

ー、これが横野工区全体の計画区間でございま

すが、その中でトンネル工事箇所としておりま

すが、この部分のトンネル工事の請負契約の締

結でございます。１に横野工区の全体事業の概

要、２にトンネル工事の概要を示しておりま

す。３の工事請負契約の概要でございますが、

まず、契約の金額は11億7,495万円、契約の相手

方は、松本・志多・宮本特定建設工事共同企業

体、工期としましては、平成23年９月28日まで

としております。

道路建設課は以上であります。

○大寺道路保全課長 道路保全課であります。

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の343ページをお開

きください。当課の補正予算額は13億5,283

万6,000円の増額をお願いしております。補正後

の予算額は181億5,168万1,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。345ペー

ジをお開きください。まず、（事項）道路管理

費であります。これは、道路の巡視による状況

把握や応急措置的な作業等を行う道路巡視業務

委託の入札残等に伴い、4,533万8,000円の減額

であります。

次に、国の補正予算の成立に伴う補正といた

しまして、（事項）県単交通安全施設整備費で

あります。これは、交通安全施設の整備を行う

事業でありますが、9,000万円の増額、同じ

く346ページの（事項）県単舗装補修費でありま

すが、これは、道路の舗装補修や打ちかえを行

う事業で、8,000万円の増額、次に、（事項）緊

急輸送道路等防災対策事業費でありますが、こ

れは、落石が発生するなど整備が必要な危険箇

所の防災対策を行う事業で、２億6,250万円の増

額、347ページ、（事項）県単橋梁維持費であり

ますが、これは橋梁の高欄等の補修や再塗装を

行う事業で、７億6,750万円の増額であります。

予算につきましては、以上であります。

次に、損害賠償額を定めたことについて、地

方自治法第180条第２項の規定に基づき御報告い

たします。

委員会資料の24ページをお開きください。今

回の報告は、東臼杵郡諸塚村での国道327号落石

事故以下７件でございます。事故内容別の内訳

は、落石事故が５件、支障木接触事故が１件、

側溝ぶた不全事故が１件でございます。発生

日、発生場所等につきましては、資料に記載の

とおりでございます。損害賠償額の範囲は２

万4,675円から33万2,397円までとなっておりま

す。なお、賠償額は、いずれもすべて道路賠償

責任保険から支払われます。報告事項の説明は

以上でありますが、今後とも、さらに道路施設

の安全確保に努めてまいりたいと存じておりま

す。

道路保全課は以上であります。

○大田原河川課長 河川課でございます。当課

の補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の349ページをお開

きください。当課の補正予算額は73億32 4

万1,000円の減額をお願いしております。補正後

の予算額は175億7,930万円となります。

以下、主なものを御説明いたします。352ペー
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ジをお開きください。まず、（事項）公共災害

関連河川事業費であります。これは、災害復旧

工事におきまして、原形復旧のみでは事業の効

果が限定されるため、再度災害防止の観点から

改良復旧を図る事業であります。21年は大きな

災害も発生しなかったことから、事業費の確定

に伴いまして、5,000万円の減額であります。

次に、（事項）県単河川改良費でございま

す。これは、県管理の河川のうち国庫補助の対

象とならない局部的な河川の改修などを実施す

るための事業であります。国の補正予算の成立

などに伴い、地域活性化・きめ細かな臨時交付

金の活用によりまして、４億2,000万円の増額で

あります。

次に、（事項）河川受託事業費であります。

これは、河川事業の実施に伴いまして、市町村

等から委託を受けて橋梁のかけかえ工事などを

実施する事業であります。今回、延岡市や日南

市などからの委託事業費が確定したことにより

まして、３億9,451万円の減額であります。

次に、（事項）直轄河川工事負担金でありま

す。これは、国が大淀川などの直轄区間におき

まして、河川激甚災害対策特別緊急事業などの

河川改修などを行っておりますが、これに対す

る県の負担金であります。今回、直轄事業費の

見込み減に伴いまして、2,743万2,000円の減額

であります。

次に、（事項）河川激甚災害対策特別緊急事

業費であります。これは、甚大な被害を受けま

した県管理区間における大淀川支川の大谷川や

瓜田川におきまして、川幅を広げたり、輪中堤

の整備などを行う事業であります。国庫補助事

業決定に伴いまして、１億4,000万円の増額であ

ります。

次に、353ページをごらんください。（事項）

ダム管理費であります。これは、渡川ダムなど

８つの多目的ダムと日南ダムなど５つの治水ダ

ムの維持管理に要する経費でありまして、執行

残等に伴いまして、4,761万7,000円の減額であ

ります。

次に、354ページをお開きください。（事項）

公共土木災害復旧費であります。これは、被災

した道路や河川などの公共土木施設の災害復旧

事業でありますが､21年は大きな災害が発生して

おらず、21年災害復旧事業費等が確定したこと

によりまして、国庫負担決定に伴う72億3,169

万5,000円の減額であります。

次に、（事項）県単災害復旧費であります。

これは、県単独で行います公共土木施設の災害

復旧事業でありますが、事業費の確定に伴いま

して、4,214万円の減額であります。

次に、355ページをごらんください。（事項）

直轄災害復旧事業負担金であります。これは、

大淀川などの直轄区間におきまして、国が行う

災害復旧事業に対する県の負担金であります

が、今回、直轄事業費の見込み減に伴いまし

て、6,753万7,000円の減額であります。

河川課につきましては、以上であります。

○平田砂防課長 砂防課であります。当課の補

正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の357ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は2,402万2,000円の増額

をお願いしております。補正後の予算額は52

億9,192万8,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。359ペー

ジをお開きください。まず、（事項）公共砂防

事業費であります。これは、土砂災害から人命

・財産を守るため、荒廃した渓流において実施

する流路工などの整備に要する経費であります

が、国庫補助決定に伴い、621万7,000円の増額
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であります。

次に、（事項）県単公共急傾斜地崩壊対策事

業費であります。これは、既存の急傾斜地崩壊

防止施設の修繕に要する経費でありますが、国

の補正予算の成立に伴い、2,000万円の増額であ

ります。

砂防課につきましては、以上であります。

○野田港湾課長 港湾課であります。当課の補

正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の361ページをお開

きください。当課の補正予算額は、一般会計で

６億5,533万8,000円の減額と、港湾整備事業特

別会計で4,658万7,000円の増額をお願いしてお

ります。補正後の予算額は、一般会計と港湾整

備事業特別会計を合わせまして、80億7,016

万1,000円となります。

以下、主なものについて御説明いたしま

す。363ページをお開きください。まず、一般会

計補正予算であります。（事項）空港整備直轄

事業負担金であります。これは、宮崎空港の防

波堤の改修等に係る直轄事業の負担金でありま

すが、事業費の確定に伴いまして、702万1,000

円の減額を行うものであります。

（事項）港湾事務所等維持管理費でありま

す。これは、港湾課所管の港湾事務所の庁舎の

維持管理に要する経費でありますが、修繕費等

の執行残に伴いまして、253万9,000円の減額を

行うものであります。

次に、364ページをお開きください。（事項）

港営費であります。これは、県内16港湾の管理

運営に要する経費でありますが、委託経費等の

執行残に伴いまして、313万6,000円の減額を行

うものであります。

次に、（事項）特別会計繰出金であります。

これは、特別会計予算において歳入不足が生じ

たことから、一般会計から特別会計への繰出金

として8,084万3,000円の増額補正をお願いする

ものであります。

次に、365ページをごらんください。（事項）

港湾海岸保全事業費であります。これは、港

湾、海岸の流木処理など、維持保全に要する経

費でありますが、事業費の確定に伴いまし

て、1,589万円の減額を行うものであります。

次に、（事項）公共港湾建設事業費でござい

ます。県内の港湾施設の機能強化、安全性等を

確保するため、国庫補助事業により防波堤など

を整備する経費でございますが、国庫補助決定

に伴いまして、2,115万円の減額を行うものであ

ります。

次に、（事項）県単港湾建設事業費でござい

ます。この事業は、県が単独で実施する港湾施

設の改良などに要する経費でありますが、国の

地域活性化・きめ細かな臨時交付金の活用によ

り、5,000万円の増額を行うものであります。

次に、（事項）港湾災害復旧費であります。

これは、公共港湾施設の災害復旧に要する経費

でありますが、21年度は港湾災害がなかったこ

とから、７億4,691万円の減額を行うものであり

ます。

以上が一般会計補正予算であります。

次に、367ページをごらんください。港湾整備

事業特別会計補正予算について御説明いたしま

す。（事項）細島港管理運営費であります。荷

役機械及び引船の委託経費等の執行残に伴いま

して、789万5,000円の減額を行うものでありま

す。

次に、（事項）宮崎港管理運営費でありま

す。宮崎港のフェリーターミナルやその他の施

設の維持管理などの執行残に伴いまして、901

万8,000円の減額を行うものであります。
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次に、368ページをお開きください。（事項）

油津港管理運営費であります。荷役機械の修繕

費等の執行残に伴いまして、350万6,000円の減

額を行うものであります。

最後に、（事項）油津港整備事業費でありま

す。これは、油津港の上屋の建設に要する経費

でありますが、地盤が軟弱であったことなどか

ら、6,730万4,000円の増額を行うものでありま

す。

港湾課は以上であります。

○黒田都市計画課長 都市計画課であります。

当課の補正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の369ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は1,090万3,000円の増額

をお願いしております。補正後の予算額は36

億6,924万7,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。371ペー

ジをお開きください。まず、（事項）美しい景

観づくり事業費であります。これは、宮崎県景

観形成基本方針に基づき、住民、事業者、市町

村に対する啓発や支援等、良好な景観の形成に

関する各種施策の実施に要する経費であります

が、景観計画策定支援に係る市町村への補助金

及び公共事業景観形成ガイドラインの委託発注

による執行残に伴います223万2,000円の減額で

あります。

次に、372ページをお開きください。（事項）

都市計画受託事業費であります。これは、県が

実施する都市計画事業にあわせて市や町の施行

分の工事を受託して合併施行することで相互の

事業促進が図られることから、受託による一体

的整備を実施する経費であります。現在、都城

市蔵原通線においてＪＲ西都城駅前広場の整備

を行っており、整備に伴うＪＲ九州からの負担

金と、広場整備の一つとして実施するバスシェ

ルターに都城市が掲げる市の情報板設置工事の

受託費が確定したことに伴う1,298万6,000円の

増額であります。

予算関係については以上であります。

次に、委員会資料の25ページをお開きくださ

い。議案第60号「工事請負契約の締結につい

て」御説明いたします。

都市計画道路愛宕通線、県道名が稲葉崎平原

線でございますが、地域活力基盤創造交付金事

業、（仮称）岡富橋上部工の工事請負契約の締

結についてであります。位置図をごらんくださ

い。五ヶ瀬川にかかる橋梁でございます。次の

ページに橋梁図を掲げておりますけれども、こ

の工事は、延岡市において整備を進めておりま

す延岡西環状線の一部をなし、五ヶ瀬川に新し

くかける岡富橋上部工事でございます。条件付

一般競争入札・総合評価落札方式に付したもの

であります。１に岡富橋工区全体の事業概要

を、２に岡富橋上部工事の概要を記載しており

ますが、橋長190.2メートル、４径間のコンクリ

ート橋の製作架設工事を行うものであります。

３の工事請負契約の概要をごらんください。契

約の金額は８億3,475万円、契約の相手方は富士

ピーエス・日新興業・内山建設特定建設工事共

同企業体、工期は平成24年３月25日までであり

ます。以上でございます。

○東公園下水道課長 公園下水道課でありま

す。当課の補正予算について御説明いたしま

す。

歳出予算説明資料の373ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は806万1,000円の増額を

お願いしております。補正後の予算額は10

億7,223万6,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。375ペー

ジをお開きください。まず、（事項）下水道事
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業推進費であります。このうち公共下水道整備

促進事業でありますが、これは、公共下水道を

整備しております市町村に対する県単独の交付

金でありまして、市町村の事業費確定等に伴

い、743万4,000円の減額であります。

次に、（事項）県単都市公園整備事業費であ

ります。これは、県単独で都市公園施設等の整

備を行う事業でありますが、国の補正予算の成

立に伴い、2,000万円の増額であります。

公園下水道課につきましては、以上でありま

す。

○佐藤建築住宅課長 建築住宅課であります。

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の377ページをお開

きください。当課の補正予算額は8,242万1,000

円の減額をお願いしております。補正後の予算

額は28億1,388万2,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。379ペー

ジをお開きください。まず、（事項）建築確認

指導費であります。これは、建築物の建築確認

許可及び検査等に要する経費でありますが、建

築確認審査において構造計算適合性判定件数が

見込みより少なかったこと等から、判定機関へ

支払う手数料等5,934万1,000円を減額するもの

であります。

次に、380ページをお開きください。（事項）

建築物防災対策費であります。これは、建築物

の地震等に対する防災対策に要する経費であり

ますが、がけ地近接等危険住宅移転助成事業に

おいて申し込みが見込みより少なかったこと等

から、市町村へ支払う補助金等715万5,000円を

減額するものであります。

次に、（事項）県営住宅管理費であります。

これは、県営住宅の管理運営に要する経費であ

りますが、高岡土木事務所管内の県営住宅管理

に今年度から指定管理者制度を導入したことに

より、土木事務所に配置しておりました県営住

宅管理員を減員したこと、また事務費の執行残

等により904万9,000円を減額する一方で、県営

住宅の家賃誤算定により家賃を過大に徴収して

いた方に対する還付に要する経費として1,370

万5,000円を増額し、差し引き465万6,000円の増

額をお願いするものであります。この詳細につ

いては後ほど説明させていただきます。

次に、381ページをごらんください。（事項）

市町村営住宅建設促進費であります。これは、

市町村が行う障がい者世帯向け公営住宅の建設

などに対して助成するものでありますが、整備

計画の策定費用に対する要望がなかったこと等

から、447万8,000円を減額するものでありま

す。

次に、（事項）公共優良賃貸住宅供給促進費

であります。これは、民間の土地所有者等が行

う高齢者の居住の用に供する優良な賃貸住宅の

建設に対して助成するものでありますが、対象

となります建設事業費が見込みより少なかった

こと等から、594万8,000円を減額するものであ

ります。

次に、先ほど申し上げました県営住宅家賃の

還付に係る補正額についてであります。委員会

資料の27ページをお開きください。県営住宅に

おける家賃算定誤りについてであります。

この件につきましては、昨年９月定例県議会

の常任委員会におきまして、中間報告をさせて

いただきましたが、県営住宅のすべての団地の

調査が終わりましたので、本日は補正額の説明

とあわせまして、その御報告をさせていただき

ます。

まず、１の概要であります。（１）の経緯で

ありますが、昨年５月に国富町にあります県営
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向陽団地におきまして、家賃算定の基礎となる

住戸面積及び家賃に誤りが判明したため、調査

結果を公表いたしますとともに、関係入居者の

皆様方におわびと御説明を行いました。向陽団

地以外につきましても、直ちに調査を行いまし

て、一部の団地で誤りが判明しましたので、９

月議会の常任委員会におきまして、中間報告を

させていただきました。誤りが判明した18団地

の関係入居者の皆様には10月におわびと御説明

を行っております。

次に、（２）の家賃の過大または過小徴収で

ありますが、まず向陽団地につきましては、総

戸数142戸のうち40戸におきまして、総額1,253

万8,000円の過大徴収が、また48戸におきまし

て、総額316万円の過小徴収がありました。過大

徴収分につきましては、昨年10月に、既に退去

された方も含めまして還付をしております。ま

た、同じく昨年10月より正規家賃への改定を

行っております。次に、その他の115団地8,812

戸でありますが、そのうち10団地166戸におきま

して、総額1,716万7,000円の過大徴収が、ま

た15団地336戸におきまして、総額6,896万7,000

円の過小徴収がありました。過大徴収分につき

ましては、本年３月末をめどに、既に退去され

た方も含めて還付したいと考えております。ま

た、本年４月分より正規家賃への改定を行いた

いと考えております。なお、家賃に誤りのあり

ました18団地502戸の皆様には、各団地において

説明会の開催あるいは戸別訪問を行いまして、

おわびと御説明を行い、御理解をいただいたと

ころであります。

次に、（３）の住宅使用料還付に追加で必要

となる経費であります。表のアの向陽団地に係

る住宅使用料還付に要する経費につきまして

は、９月補正予算におきまして、概算で1,600万

円を措置していただきました。イであります

が、向陽団地の過大徴収でありました方に還付

した総額は1,253万8,000円となっております。

アとイの差が、ウにありますとおり、還付残額

で346万2,000円となっております。次に、エの

その他の団地に係る住宅使用料還付に要する経

費でありますが、1,716万7,000円が追加して還

付する総額であります。オの今回の補正予算で

必要となる額につきましては、ウの還付残額346

万2,000円を差し引きまして、1,370万5,000円の

増額補正をお願いするものであります。

次のページをごらんください。２の家賃算定

誤りの原因であります。今回判明した家賃算定

誤りは、平成10年４月に全面施行されました新

家賃制度への移行過程において生じたものであ

りますが、次の４点が原因と考えております。

まず、（１）の住戸面積算定作業を短期間に行

わなければならなかったことであります。新し

い家賃制度を定めた改正公営住宅法は平成８年

８月末に全容が国から示されましたが、法改正

後に着工し、10年４月以前に完成するものから

順次施行とされ、本県では９年９月末に完成の

住宅から適用となったことから、実質１年で下

に掲げておりますアからエまでの業務をすべて

終える必要がありました。特に、条例の全部改

正案を９年６月議会に上程する必要があり、ア

の住戸面積算定につきましては、業者への委託

のための発注準備、議会への上程のための準備

期間を除きまして、約３カ月しか充てることが

できなかったことから、既存の図面等から住戸

面積を算定することといたしまして、住戸の計

測までは行わないこととしましたことから、結

果的に作業精度を上げることができなかったと

いうことです。

次に、（２）の住戸面積算定の根拠とした図
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面の取り違えがあったことであります。住戸面

積算定誤りのあった住戸は、昭和40年から50年

代建設のものが約９割を占めております。当時

は毎年多数の住宅を建設しており、住宅建設の

合理化のために標準設計という共通図面を複写

して使用しておりました。また、当時、この標

準設計は居住水準の向上を図るために毎年２～

３平米ずつ住戸面積を大きくして改定されてお

りましたので、間取りはよく似ておりますけれ

ども、面積は異なる図面が多数あり、各棟の図

面を特定し、面積を算定する過程において、図

面の取り違えを生じる原因になっております。

次に、（３）の住戸面積算定結果の検収にお

いてすべての誤りを発見できなかったことであ

ります。結果の検収は各土木事務所で行いまし

たが、9,000戸もの住宅を短期間でチェックする

必要があったため、資料等によるチェックを中

心に行い、住戸内の計測までは求めておりませ

ん。このため、検収が十分なものとならず、す

べての誤りを発見することができませんでし

た。

最後に、（４）の新県営住宅管理システム運

用後においても誤りに気づかなかったことであ

ります。新家賃制度では、旧制度とは異なりま

して、同じ間取り、同じ面積であっても、入居

者の収入が異なれば、それぞれ異なる家賃とな

るため、職員が誤りに気づきにくくなっていた

ことや、職員が新しいコンピューターシステム

を信頼し過ぎて、誤りがあるとの認識がなかっ

たため、結果的に誤りの発見がおくれることと

なってしまいました。

以上４点が今回の家賃算定誤りの原因と考え

ております。

次のページをごらんください。今回の事案の

反省に立ちまして、二度とこのようなことが起

こらないよう、３の再発防止に向けた取り組み

に掲げました対策に取り組んでおります。１点

目は、工事完了後の紙及び電子データによる適

切な図面保存の徹底であります。工事完了後に

は、紙だけでなく図面の電子データについても

適切な保存を徹底いたします。２点目は、住戸

面積・家賃の決定時のダブルチェックの徹底で

あります。建物の整備に伴う面積及び家賃の決

定や変更を行う際には、複数の職員による

チェックをこれまで以上に徹底します。３点目

は、入居時等に入居者に間取り図等を提供する

ことによる、利用者の目による確認の実施であ

ります。今回の事案の発端が、間取り図と現況

との違いに気づかれた入居者からの問い合わせ

によるものでありましたことから、入居時等に

入居者に間取り図等を提供することで利用者の

目による確認を実施いたします。４点目は、住

戸内立入検査時等におけるシステムのデータと

現場の照合の実施であります。入居者の退去時

など住戸内に立ち入る検査の機会には、システ

ムに格納した間取り図等のデータを印刷して持

参し、現況との照合を実施いたします。５点目

は、システムのデータ更新時におけるダブル

チェックの徹底であります。担当者がシステム

のデータの更新を行う際には、複数の職員によ

る原票と入力結果の照合をこれまで以上に徹底

いたします。以上５点につきましては、昨年の

９月議会後から徹底した取り組みを行っている

ところであります。

最後に、今回の事案では入居者の皆様を初め

県民の皆様に多大な御迷惑をおかけすることに

なりましたことにつきまして、大変申しわけな

く、改めておわびを申し上げる次第でありま

す。今回のことを教訓にいたしまして、誠心誠

意努めてまいる考えであります。
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次に、30ページをごらんください。県営住宅

の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停につ

いて、地方自治法第180条第２項の規定に基づき

御報告いたします。

県営住宅の家賃等を滞納されている方に対し

ましては、入居者の立場に立ったきめ細かな納

付指導を行っているところですが、入居者負担

の公平性を確保する観点から、悪質な滞納者に

対しましては、明け渡し訴訟等の法的措置を講

じているところであります。表に掲げておりま

す３名につきましては、県営住宅の家賃等を長

期間滞納しており、これまでの再三の請求に対

しても家賃等の納付がないことから、宮崎県営

住宅の設置及び管理に関する条例第33条第１項

の規定に基づき、住宅の明け渡し請求を行いま

したが、うち１名につきましては、誠意ある対

応が見られず、期限までに住宅を明け渡さな

かったことから、住宅の明け渡しと滞納家賃等

の支払いを求めて訴えを提起するものでありま

す。また、次の２名につきましては、滞納して

いる家賃を分割により納付する旨の申し出があ

り、分割納付もやむを得ないものとして和解を

行うこととしたものであります。表の右端の専

決年月日をもちまして、それぞれ専決処分を

行ったものでございます。

建築住宅課は以上であります。

○川﨑営繕課長 営繕課でございます。当課の

補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の383ページをお開

きください。当課の補正予算額は１億3,354

万7,000円の減額をお願いしております。補正後

の予算額は11億7,769万6,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。385ペー

ジをお開きください。まず、（事項）庁舎公舎

等管理費でございます。これは、庁舎公舎等の

維持補修に要する経費でございますが、維持修

繕工事費等の執行残に伴いまして、6,300万円の

減額でございます。

次の（事項）電気機械管理費でございます。

これは、庁舎等の機械電気設備の維持管理に要

する経費でございますが、維持管理業務委託の

執行残に伴いまして、2,000万円の減額でござい

ます。

次の（事項）電話設備管理費でございます。

これは、庁舎等の電話設備の維持管理に要する

経費でございますが、維持修繕工事及び維持管

理業務委託の執行残に伴いまして、4,030万円の

減額でございます。

営繕課は以上であります。

○渡辺高速道対策局長 高速道対策局の補正予

算について御説明します。

歳出予算説明資料の387ページをごらんくださ

い。当局の補正額は３億7,154万2,000円の減額

をお願いしておりまして、補正後の予算額は32

億3,363万6,000円となります。

次に、主なものを御説明いたします。389ペー

ジをお開きください。（事項）東九州自動車道

建設促進対策事業費でございます。これは、高

速道路の建設に伴っての工事用道路や開通を予

定するインターチェンジへの案内標識を整備す

る事業でございまして、事業の確定に伴いまし

て、2,709万円の減額としております。

次の（事項）東九州自動車道用地対策費でご

ざいます。これは、県がNEXCO西日本から用地取

得事務に関して受託しているものでございまし

て、その業務委託費の確定に伴いまして、5,470

万円の減額となってございます。

390ページでございます。（事項）直轄高速自

動車国道事業負担金でございます。これは、い

わゆる新直轄事業の県の負担金でございまし
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て、その所要見込み額減に伴いまして、２

億5,286万5,000円の減額をお願いしておりま

す。

最後に、（事項）地域自立活性化交付金事業

費でございます。これにつきましても、開通を

予定しておりますインターチェンジへの案内標

識を整備する事業でございまして、交付金決定

に伴いまして、1,740万円の減額でございます。

予算の説明は以上でございますが、次に、報

告事項がございます。

委員会資料の31ページをお開きいただきたい

と思います。損害賠償額を定めたことについ

て、地方自治法第180条第２項の規定に基づいて

御報告いたします。これは、県有車両による交

通事故の損害賠償でございまして、事故の内容

につきましては、東九州自動車道用地事務所の

職員が用地事務所内で県有車両を移動させてい

たところ、相手方がバックをしてきて当方の車

両に接触したものでございます。損害賠償額は

物損被害でございまして、標記の金額で和解契

約を締結しております。なお、交通事故防止に

つきましては、職場研修を実施するなどの取り

組みを継続して行ってきたところでございます

けれども、今回の事故を受け、今後さらに一

層、職員への交通安全に対する啓発、指導の徹

底を図ってまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

高速道対策局については以上でございます。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

まず、議案及び報告事項についての質疑はあり

ませんか。

○星原委員 331ページの収用委員会費で当

初3,400万円余組まれていて、減額が2,500万円

余で、会議が行われなかったからだろうという

ふうに理解するんですが、収用のそういう問題

がなかったから開かれなかったという理解でい

いんですか。

○服部用地対策課長 収用委員会のほうに今、

裁決申請が上がってきておりますのは、件数的

には２件でございます。収用委員会費を2,500万

円余減額させていただいておりますのは、収用

委員会の審理等に必要な土地の鑑定料、物件の

鑑定料を組ませていただいておりますが、裁決

が確かに少なかったということによって執行残

が生じたということでございます。

○徳重委員 高速道対策についてですが、２

億5,286万5,000円の減額ということですが、こ

れは予定のキロ数より延びなかったというか、

それとも金額が違ったということですか。

○渡辺高速道対策局長 これは東九州道の新直

轄区間の事業費の確定に伴うものですけれど

も、全面展開をしているので、延長が少なく

なったということではなくて、事業費の調整と

いうのが、国と来年度の見込みがどうなるのか

というので調整をして当初予算に我々は積むこ

とになるんですけれども、例えば来年度予算で

あれば、今の時期ぐらいに国と来年度の見込み

がどうなるかと、今回のは１年前ぐらいに今年

度の当初予算で幾ら新直轄の負担金を積むかと

いうことを調整するんですけれども、まだ当然

国の予算のほうが確定していない段階での調整

になります。現場の直轄の事務所との調整にな

るわけですけれども、そのときに我々としては

高速道路でこれだけ進むだろう、それに必要な

金額はこれだろうという感じで積むものですか

ら、最終的な確定額というのは、国の予算とい

うのは３月に決定しますので、そこで差が出て

くると。その後またいろいろ補正とか変わって

くるんですけれども、当初の予定、見込み、そ

この差で確定部分との差がこれだけ出たという
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ことですので、実態は、もう少し額的には欲し

かったというところで調整していたということ

です。

○徳重委員 県の考え方としては、予定のキロ

数、工事は行われたと理解していていいんです

ね。予定されていた工事は基本的には実行され

たと理解していいんですね。

○渡辺高速道対策局長 今回、減額のお願いを

しておりますけれども、我々が望んでいる全体

の開通に対して、今年度に関しては大きくそれ

に影響を及ぼすような減額ではないというふう

に理解しております。

○徳重委員 公園下水道課にお尋ねします。公

共下水道促進事業、金額は小さいんですけれど

も、743万4,000円の減額ということのようです

が、現在、県内の普及率はどのような状況に

なっていますか。

○東公園下水道課長 20年度末で51.1％です。

○徳重委員 聞くところによりますと、下水道

工事が公共事業として行われるわけですが、各

市町村かなり縮小された、そういうお話を聞く

んですが、どんな状況ですか。

○東公園下水道課長 今、市街地の住宅密集地

は大体、公共下水道で進んでいるですけれど

も、周辺部につきまして、合併浄化槽等の見直

しというのが始まっておるところです。

○徳重委員 宮崎県の普及率というのは、九州

では一番悪いんですか。それとも、九州全体で

の状況だけ教えてください。

○東公園下水道課長 九州では５位です。

○徳重委員 下水道課ができたのも私が議員に

なってすぐだったと記憶しているんですが、生

活のバロメーターと言われるぐらい下水道は進

めなきゃいけない、住民生活を衛生的に安定し

ていくということで、このことについては50％

台ではいかがかなと、やはり70～80％ぐらいま

で押し上げていくという努力をしなきゃいけな

いと思いますが、いかがですか。

○東公園下水道課長 今、宮崎県の環境サイド

で生活排水処理基本計画というのをつくってい

るんですけれども、それでいきますと、最終目

標が公共下水道は64.7％という形になっていま

す。その数字でいきますと、現在、進捗率とし

ましては順当というところです。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 歳出予算説明資料の327ページ、管

理課でありますが、制度上やむを得ないかもし

れませんが、職員費のところが５億9,000万近く

の減額ですね。６億近くのものなんですが、昨

年もそういう形で４億程度の減額をされている

ようですが、ほかの部では職員費としてこうい

う大きな減額はないように思うんです。こうい

うやむを得ない大きな誤差が出るんですか。人

数の関係とか何か特殊な理由があるんですか。

○成合管理課長 327ページの管理課の職員費で

ございますが、委員御指摘のとおり、毎年度こ

こは補正減させていただいております。この理

由でございますが、この職員費は、県土整備部

の管理課あるいは各土木事務所240～250名分の

人件費をここに計上しております。県土整備部

の独特の予算で公共予算と非公共予算というの

がございまして、公共予算の中に事務費がござ

いまして、特に国庫補助を２分の１とか受け入

れております補助公共事業の事務費、この中に

いわゆる国庫で支弁できる人件費を見込むこと

ができます。ただ、この人件費は、当初予算を

組む場合に、前年度の年末あたりで職員のその

ときの状況によって組むわけでございますが、

管理課で組む県費分をマックスで組んでおりま

して、最終的に国庫補助事業が確定した段階で
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補助公共の事務費のほうに人件費を振りかえる

という作業をしております。これはなぜかとい

いますと、２分の１が国庫補助で支弁されると

いうことで、県にとっては有利な支出になるも

のですから、このような措置をさせていただい

ているということでございます。

○太田委員 有利なやり方でやむを得ないとい

うことですね。わかりました。

あと２つほどあるんですが、議案に関するこ

とで言えば、常任委員会資料の24ページの損害

賠償額を定めたことについてでありますが、落

石事故というと、例えば落ちていたところに車

でぶつかったりしたのか、もしくは落石が家に

落ちて家を壊してしまったのか、人がいたとき

に人に当たって人身的な事故になったのか、落

石という事故の内容はどういうものが多いんで

すか。

○大寺道路保全課長 先ほど落石を５カ所と報

告いたしました。５カ所のうち３件が、落ちて

いた落石に乗り上げて車の前とか底を壊したと

いう部分です。落石が直撃で車を襲ったという

のが残り２件でして、一番高額の33万2,000円の

損害賠償があるものは、直撃を受けた上に人身

の事故があったということであります。

○太田委員 わかりました。次の25ページであ

りますが、議案第60号の橋梁、延岡のほうで大

変ありがたく思っております。工期として24年

３月25日までということでありますが、完成し

て供用開始は24年４月以降ということで考えて

いてよろしいんでしょうか。

○黒田都市計画課長 この橋梁は、現在、下部

工を施工しておりまして、すぐに上部に着工し

まして、債務負担行為で工事を終わりまし

て、23年度末に完成します。そのときには供用

できるかと思います。

○太田委員 わかりました。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○黒木委員 今の損害賠償の件ですけれども、

落石注意と標識に書いてありますけれども、そ

れがあっても、落石に遭った場合は本人の不注

意ではなくて損害賠償すると考えていいんです

か。

○大寺道路保全課長 道路法では、道路管理者

は良好な状態で道路を維持する義務があるとい

うことになっております。落石注意という標識

は、次善の策として立てさせていただいており

ますけれども、基本的に本来の仕事の中では、

きっちりした防護さくであるとか、そういう対

策は立てなければならないと。一部、過失相殺

になる部分はあるかもしれませんが、基本的に

は管理瑕疵はあるというふうに判断いたしてお

ります。

○黒木委員 松くい虫で松が枯れたのを道路の

そばによく見るんですけれども、それが倒れて

事故になった場合は、責任は管理者ですか、山

主になるんですか。

○大寺道路保全課長 今の事案で、落石、倒木

があった場合に、すべて道路敷から来たものが

当たって損傷するとは限りません。あるいは民

地から落ちてきたのが車を直撃したというのが

あります。ただいままでの判例で申し上げまし

ても、道路管理者は道路を保全する義務がある

ということで、私どもの道路管理区域外、いわ

ゆる民地から落ちてきて車を損傷した場合でも

管理瑕疵があるというような判例になっており

ます。したがいまして、そういう場合も管理瑕

疵はあるというふうに判断することになろうと

思います。

○黒木委員 388号線で北郷から門川に抜けると

きに猿が石を投げるおそれがある、それも落石
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ですね。

○大寺道路保全課長 今おっしゃったような事

故が２年ほど前から、猿がドングリ等を拾っ

て、そのときに石をどけるので、国道の上から

石が落ちてきて車を損傷するという事故があり

ます。これも私ども努力しておりますけれど

も、万やむを得ない事故ということで、管理者

責任はあろうかと思います。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○坂口委員 議案第59号、第60号、契約関係で

すけれども、別の資料をもらったんですが、総

合評価の評価点の橋梁とトンネル、それぞれ配

点があって採点があります。採点表の施工計画

のところとその下のそれぞれ３つにまず大きく

分けて、下は大体その工事ごとに点数がそれぞ

れ固定されるかなと思うんです。企業の技術力

とか、配置予定技術者はその人の点数でしょう

から、選手をかえればですけれども、上のほう

の施工計画のところが自社の点数をどれぐらい

上げきるかですけれども、まずトンネルのほう

で品質の管理の技術的所見と施工上配慮すべき

技術的所見、もう一つの橋梁のほうが品質管理

に係る技術的所見ですけれども、具体的には、

それぞれ工事の特徴があるんですけれども、ど

ういうことを問われて、どういった視点から審

査されているのかというのを教えていただける

と……。

○濱田道路建設課長 まず、トンネルのほうで

ございますけれども、技術提案で求めた所見に

つきましては、品質管理につきましては、覆工

コンクリートといいますけれども、地山を覆う

コンクリートの品質確保について技術的所見を

求めております。施工上配慮すべき事項につき

ましては、掘削時の切り羽、これは掘削してい

きます一番前面のところですけれども、それと

天端―掘削した上のほう、こういったところ

の挙動の観測管理につきまして、技術的所見を

求めております。具体的にどのような提案が

あったかにつきましては、申しわけございませ

んけれども、それぞれ各企業の独自の創意工夫

とかノウハウということでございますので、具

体的にはお答えできないんですけれども、お答

えできる範囲としましては、例えばコンクリー

トの充てん性、ひび割れ、剥離防止対策に関す

る耐久性向上のための品質確保に関する提案、

不測の事態の予防のための計測管理に関する工

夫といったような提案をいただいておるところ

でございます。

○黒田都市計画課長 街路の岡富橋のほうです

けれども、品質管理に関する技術的所見としま

して２点ですけれども、１つは、けたの連結コ

ンクリートとか現場打ちがございます。その現

場打ちコンクリートに対する品質と耐久性に関

する技術的所見というのが１点でございまし

て、それと主げた架設時に主げたの転倒防止、

主げたが１径間に９本ございまして、４径間

で36本ございます。場所的に風が強いところで

ございますので転倒防止、それと架設機のやは

り転倒関係について工夫を求めるということ

で、その２点でございます。

具体的内容としましては、コンクリートの打

設に関する細かな点とか、主げたの転倒防止、

どうそれを固定するか、そういったところに所

見を求めていたところでございます。以上でご

ざいます。

○坂口委員 なかなか難しいかなと思うんです

けれども、例えばトンネルのほうでの覆工コン

クリートの品質管理は、まずコンクリートの質

自体に配慮するのか、例えば、添加剤なんかを

使うのか、それから打設の方法自体を工夫する
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のか、あるいは打設した後の養生時点でのいろ

んなケアでやっていくのか、多岐多範にわたる

と思うんです。それを20点だとか何点だとかや

る―まずどこらまで採用するかというのが一

つあると思うんです。

一つには、オーバースペックは整理されたと

いうことですけれども、オーバースペックに配

慮しながら、そこで使う建設機材・機器に高度

なものを使っていくという方法とか、工事自体

を保全するためのバルーンみたいなものでとに

かく空気が動くこと自体をとめるとか、環境が

変わることをとめるというので、オーバース

ペックと、通常必要とするそういった架設のた

めの、あるいは工法の精度をより高めるための

工夫と判断する線引きが一つ難しいかなと思う

んです。評価する人によって、これはオーバー

スペックだとか、これはノーマルな工法、当た

り前だとか、整理が難しいなと思うんです。

今度は、配置予定技術者に例えばいい点数を

もらっても、その技術者がそこを管理してそれ

だけの効力を発揮できる施工がやれるかとか、

その判断が物すごく難しいような気がするんで

す。それをどんなにしていくかというのと、Ａ

社というのが提案したことも、Ａ社なら提案は

できるけれども、施工ができないという部分も

ありはしないかなとか、そこらはなかなか難し

いんじゃないかなという気がしてならんので

す。でも、ほかは固定されているから、こうい

う大型物件で高度な難易度の高い工事になる

と、流動的な点数の部分で品質を高めさせるし

かないなというのもわかるんですけれども、そ

こらの問題点が一つあるのかなと。

橋梁の転倒防止にしても、架設工法をしっか

りやっていきながらやるという方法と、後はそ

このオペレーターなんかの技術力で―ひどい

ときは作業中にクレーンなんかが転倒したりす

ることもあります。そういうものをどう防ぐん

だとか、それは機械的にクレーンの角度を調整

していくのか、オペレーターの勘で振れるとこ

ろまで振っていって転倒をとめるのかとか、物

すごく難しいと思うんです。

評価が一体正しくやれるのかなというので

も、流れとしてはこれはやっていかなければな

らないと思うんです。僕は先日の一般質問でそ

こをやろうと思ったけれども、これは若い技術

者の皆さんの、その人たちの技術力云々じゃな

くて、いろんなことを自分で直接やってきて経

験を積み上げないと、この提案されたものとそ

の履行確認、そしてここならやれるという判断

が物すごく難しいと思うんです。

繰り返しになりますけれども、やっぱりこの

方法で競わせるしかない。ほかのところは固定

点数ですから、その優劣を決めるのはこの提案

部分ですね。５項目の部分で極力入れていくこ

とだけれども、４つですか、２つと１つだか

ら、願わくば４つ丸々入っていくと、技術的所

見の判断というのは本当に完璧です。でも、そ

こにいくための、責任持っていいものを後の人

たちに残していくということに立つと、判断で

きる人たちというのが、人的体制の整備という

のがちょっと心もとないような気がするんで

す。部長も答えようがないかもわからないんで

すけれども、そういった面での本当の意味での

技術屋集団、その人たちが責任持って発注でき

て、いいものを確保できるための、発注者側と

しての責任を果たせる何かが欠けているような

気がしてならないんです。ここでそれに対して

どうのこうのというのはなかなか難しいかもわ

かりませんけれども、そこのところの懸念なん

かを持っておられたら―特に団塊世代で今か
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ら卒業されていく人たちが、最後の本当の意味

でのマルチの技術屋集団かなと思っているんで

す。自分で現場に行って図面をかいていたとこ

ろからやっておられる人たちですね。いろんな

工法だの機材だの資材だのがどんどん発展とい

うんでしょうか、進化というんでしょうか、進

んできた中でそれをつぶさに目の当たりにして

こられた人たちというのがようやくここは判断

できるぎりぎりの難しい領域だと思うんです。

それをぜひまずは確保して、そして継承して

いってほしいというのが一つあるんです。

本会議であえて僕は今度は基準財政需要額と

一般財源の持ち出しとをやらせていただいたん

ですけれども、部長聞かれたように、今、公共

事業は大変なんだ、予算が削られてというけれ

ども、本県の基準財政需要額というのは、土木

費というのは243億持っているんです。その243

億が基礎数字で、それに案分して上積みされる

金が全体で250億ぐらいあるけれども、その中の

土木は数十億円とれると思うんです。270～280

億とれると思うんですけれども、実際は206億し

か一般財源を持ち出していないんです。ここの

ところはまだまだ土木はしっかり、自分らが責

任持つ仕事をするためにはまだ必要だと、基準

財政需要額の基礎料金もまだ我々は使っていな

いじゃないかということで、しっかり人的体制

を整備してほしいと思うんです。あえてこの

前、本会議でちょっとやらせていただいたんで

すけれども、今ちょっと心配するんです。何十

億という金は、昔やっていた生活関連枠です

か、それに匹敵する以上の金は遠慮しています

から、単純比較はできないんですけれども、例

えば漁港経費なんかは港湾経費で見られてい

て、何ぼかは含まれて、それが農水から出てい

るんでしょうけれども、余り遠慮せずに必要な

ものはしっかりやっていただいて、とにかくこ

の２～３年、すごい苦労されていますね。悩み

に悩んで、じれったい思いもされていると思う

んですけれども、もう答えが出るころですか

ら、出した答えを今度は責任持ってやっていく

という意味で、必要なものはぜひ整備してほし

いなと思うんです。答弁のしようがないでしょ

うから、これは要望にとめておきます。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

次に、その他の報告事項について質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

その他何かありませんか。

○星原委員 その他のその他で、今、予算審議

しているんですが、マスコミなんかで箇所づけ

が前もって流れたという話があるんですが、宮

崎県にはそういう形で来たものなんですか。来

ていないんですか。

○成合管理課長 委員の御質問は、国の直轄事

業の配分、事業計画のことだと思いますけれど

も、県のほうに、22年度に国の行います直轄事

業の事業計画、これは昨年11月に概算要求時点

での、予算要求時点での事業計画の説明がござ

いました。その後、２月９日だったと思います

けれども、国交省九州地方整備局宮崎河川国道

事務所のほうから県土整備部長に現段階での仮

配分ということで説明がございました。

○星原委員 まだ予算審議中の時期なんです

が、そういう時期にそういう形というのは過

去、自民党時代にはあったんですか。

○成合管理課長 私が知っている範囲では、ご
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ざいませんが、今回の国の概算段階での配分案

の自治体の説明でございますけれども、これは

国交省のほうの方針でホームページでも同日公

表されておりまして、その仮配分の資料の提供

の目的というのは、22年度の国の公共事業予算

が大幅に削減になるということが一つございま

して、それと、直轄事業については直轄事業の

負担金、これは今もいろいろ国と地方で議論さ

れているわけですけれども、そのあり方につい

ていろいろ議論されている中で、都道府県のほ

うに一部負担金をもらうということで、22年度

分については特に丁寧な説明をするという、国

の方針ということで聞いております。

○宮原委員長 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上をもちまして、県土整備部を終了いたしま

す。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時31分休憩

午後３時34分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日ということになっておりますので、あす行

いたいと思います。開会時刻は13時30分といた

したいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員長報告骨子について委員の皆様に

御相談があります。通常であれば、委員長骨子

については採決後に協議していただいておりま

すが、御存じのとおり、８日の本会議で委員長

報告を行うということで日程的に余裕がありま

せんので、この場で協議をさせていただきたい

と存じますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、委員長報告の項目と

して特に要望はございませんか。皆さんから出

た意見を集約する形でということでよろしいで

すか。

○井上委員 地域雇用対策というのは物すごく

重要なので、その辺について強調しておいてい

ただければと思います。

○宮原委員長 それでは、お諮りいたします。

委員長報告につきましては、ただいまいただ

きました意見も参考にさせていただきながら、

正副委員長に御一任いただくということで御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、何もないようですの

で、以上で委員会を終了させていただきます。

午後３時36分散会
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平成22年３月５日（金曜日）

午後１時27分再開

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

○宮原委員長 委員会を再開します。

まず、議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、一括ということです

ので、一括して採決いたします。

議案第35号、第39号から第41号まで、第44号

から第46号まで、第57号、第59号及び第60号に

つきましては、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第35号、第39号から第41号まで、第44

号から第46号まで、第57号、第59号及び第60号

につきましては、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、何もないようですの

で、以上で委員会を終了いたします。

午後１時28分閉会




